
l児童青少年課児童青少年係
☎０４２・４７０・７７３５学童保育所入所の申し込み

（一次申請受付）

　学童保育所は、放課後帰宅しても保護者の就労などで家庭で育成（監護）
を受けられない児童を保護者に代わって専門職員が育成支援する施設です。
受付期間

▼１２月 １ 日㈭〜 ３ 日㈯・ ５ 日㈪〜 ７ 日㈬・１０㈯＝午前 ８ 時半〜午後 ５ 時
▼１２月 ８ 日㈭・ ９ 日㈮＝午前 ８ 時半〜午後 ８ 時

受付方法児童青少年課窓口（市役所 ２階）、または郵送で受け付け
※�郵送は、受付期間内の日付の消印有効。書類不備があった場合は、電
話でお問い合わせや、書類を返送する場合などがあります。

入所対象市内の小学校、または市内在住で市外の小学校に在籍する ５年 ４
月に小学新 １年〜新 ６年生になる児童

申請対象就労や病気などにより家庭で児童の育成ができない保護者の方
※就労などの従事時間の条件があります。詳細は市nでご確認ください。

提出書類①入所申請書、②保護者の状況を証明する書類（勤務証明書・病
気治療中は医師の診断書・その他の理由で家庭で監護ができない方はそ
の理由がわかる書類）
※�学童保育所費の減免を希望する方は、減免申請書に必要書類を添付し
て提出してください（減免の要件などは市nで確認してください）。

※�５ 年度入所案内、入所申請書、勤務証明書の用紙などは、１１月 １ 日㈫
から児童青少年課（市役所 ２階）、各学童保育所、市内保育園および幼
稚園で配布します。また、同日に市nでも公開します。

学童保育所費入所児童 １人につき月額６，６００円
延長育成料延長育成を利用する場合、延長育成料月額２，０００円もしくは日
額（ １回）４００円

注意事項
▼�提出された書類を基に入所判定を行い、入所児童を決定します。希望
者が定員を超えた場合はお待ちいただく場合があります。
▼�入所は小学新 １年〜新 ３年生の児童を優先します。

その他二次申請受付期間は１２月１２日㈪〜 ５年 １月１３日㈮、三次申請受付期
間は ５年 １月１６日㈪〜 ２月２８日㈫です。また、小学新 ４年〜新 ６年生の
高学年児童の入所申請受付期間は、１２月 １ 日㈭〜 ５年 ２月２８日㈫です。
三次申請までの低学年児童の入所の可否を決定した後、高学年児童の入
所の可否を決定します。

　市の ５年度認可保育施設・学童保育所入所の申　市の ５年度認可保育施設・学童保育所入所の申
し込みをそれぞれ受け付けます。し込みをそれぞれ受け付けます。
　申し込まれる方は、受付期間や必要書類、注意　申し込まれる方は、受付期間や必要書類、注意
事項などを十分確認の上、準備をお願いします。事項などを十分確認の上、準備をお願いします。
※�認可保育施設と学童保育所の受付方法や申請書※�認可保育施設と学童保育所の受付方法や申請書
類などは異なりますので、それぞれご準備くだ類などは異なりますので、それぞれご準備くだ
さい。さい。

l子育て支援課保育・幼稚園係
☎０４２・４７０・７７４５認可保育施設入所の申し込み

（一次申請受付）
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受付期間１１月 ７ 日㈪〜１２月 ５ 日㈪
受付方法郵送、子育て支援課設置ポスト、マイナンバーカードを使用した
電子申請、または同課窓口（市役所 ２階２０４会議室。予約フォームで要事
前予約）で受け付け
※�郵送は、受付期間内の日付の消印有効。書類不備があった場合は、電
話でのお問い合わせや、書類を返送する場合などがあります。

受入予定人数１１月 ７ 日㈪に子育て支援課窓口、市nで公開予定
入所対象 ５ 年 ４ 月 １ 日時点で ０歳（生後５７日以降）〜 ５歳のお子さん
申請対象就労や病気などによりお子さんの保育ができない保護者の方
※�就労などの従事時間の条件があります。詳細は市nでご確認ください。

提出書類①東久留米市子どものための教育・保育給付認定申請書兼利用申
込書、②確認票、③健康状況等調査書（申請児童 １人につき １枚必要）、
④就労証明書またはその他保育の必要性を証明する書類、⑤ ４年度住民
税（非）課税証明書（ ４年 １月 １日現在、東久留米市民でなかった方のみ）

申請可能な保育施設生後５７日目以降から受け入れ可能な施設は、公設民営
保育園、私立保育園、小規模保育施設、家庭的保育施設です（公設公営
保育園の受け入れ月齢は生後 ６カ月から）
※�新たに入所を希望する方の他、 ５年度 ４月からの転所を希望する方も

申請が必要です。
注意事項
▼�４ 年度の入所申請をしている方も、 ５年度 ４月からの入所を希望する
場合は、必ず再度申請してください。
▼�４ 年度中の入所申請も同時に行う方は、申請年度により申請書が異な
りますのでご注意ください。

表　入所申し込み（一時申請）スケジュール
日程 内容

１０月２４日㈪ ５年度「入園のしおり」配布・市n公開開始

１１月７日㈪ 郵送・子育て支援課設置ポスト、マイナンバーカードでの電
子申請受付開始

１１月２１日㈪ 窓口申請予約（予約フォームまたは電話）受付開始
１１月３０日㈬ 窓口申請予約受付終了
１２月１日㈭ 事前予約された方の窓口申請開始
１２月５日㈪ 一次申請終了　※郵送の場合は同日消印有効
１２月２３日㈮ 希望保育施設変更届、不足書類等提出期限

５年２月上旬（予定） 一次申請の利用調整結果通知送付

５ 年度入所の申し込みを受け付けます５ 年度入所の申し込みを受け付けます
認可保育施設・学童保育所認可保育施設・学童保育所

◎その他詳細については、市nでご確認ください。

◎その他詳細については、市nでご確認ください。
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今号の主な内容

No. 1315

令和４年
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11／1 号
・あなたとつくる　まちのミライ…………………… ２面

・新型コロナウイルスワクチン関連情報…………… 3面

・用途地域等の一部見直しを進めています………… ４面

・第 ２弾　ウォーキングコースの魅力を紹介………１２面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち
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毎月１日・１５日発行

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。



これからの公共施設についていっしょに考えよう

l行政経営課☎042・470・7704

vol.3 　このシリーズでは、「公共施設マネジメント」の取り組みについてお知らせ
しています。
　第 １回と第 ２回では、公共施設にかかるお金や、人口減少・少子高齢化問
題と公共施設の老朽化問題といった課題についてお知らせしました。
　第 ３回目の今回は、公共施設を取り巻く課題と、課題などに対してどうい
った方策が考えられるかについてお知らせします。

新型コロナウイルス感染症相談窓口　〜まずは電話で相談を〜
新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談
※かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。
●�東京都発熱相談センター☎０３・５３２０・４５９２　☎０３・６２５８・５７８０
　同センター医療機関案内専門ダイヤル☎０３・６７３２・８８６４
　（いずれも２４時間、土曜・日曜日、祝日も受付）
●東京都多摩小平保健所☎０４２・４５０・３１１１
　（土曜・日曜日、祝日を除く午前９時〜午後５時受付）

引き続き感染対策を意識し、人と人との距離の確保、手洗
い・咳エチケットなど、一人ひとりの感染防止対策の徹底
にご協力をお願いします。

最新の市の新型コロナウイルス関連情報は、市nを
ご覧ください。

市
n

皆さんのご意見をお聞かせください
将来に負担を残さないために、公共施設マネジメントは大切な取り組みです。
市では、これからも情報提供に努めながら、市民の皆さんと一緒に考えていきます。
アンケートフォーム（https://logoform.jp/form/985h/１06797）から、皆さんのご意見をお聞かせください。
※ご意見への個別の対応はできかねますので、ご了承ください。 専用アンケート

フォーム
市n

公共施設マネジメントに関する情報は、市n（https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/gyousaisei/1004653/index.html）でご覧になれます。

広報５年１月７日号で、他市の先進事例などについてお知らせする予定です。次回は…

　それでは、市民の皆さんが求めている公共施設とは、どのような施設なの
でしょうか。

　公共施設は、市民の皆さんが安全・快適に暮らせる生活環境を確保する
ために役立つものです。多くの市民に利用していただきたい一方、平成２7
年に実施した調査では、「過去 １年間に公共施設（学校を除く）を利用してい
ない」とする回答が80．２％と、高い割合を占めています。これまでにお知
らせした課題に加え、この利用率の低さも、公共施設の課題の １つです。
　市の公共施設があまり利用されていないのは、なぜなのでしょうか。

公共施設を取り巻く課題とは…公共施設を取り巻く課題とは… みんなが公共施設に求めることは？みんなが公共施設に求めることは？

施設の存在や利用できる
サービスを知らない

近隣市や都・国・民間の施設で
同様のサービスが利用できる

そもそも利用する必要がない

使いたい施設が住
まいの近くにない

利用料金などに不満がある

せっかく市民の皆さんのためにあるのに、せっかく市民の皆さんのためにあるのに、
あんまり利用されていないなんて…あんまり利用されていないなんて…

みんなそれぞれ、公共施設に
求めることはちがうんだね！

市民の皆さんの声は…
きれいで居心地のいい施設が欲しい！

駅の近くなどにもっと公共施設が欲しい！

イベントや集会をもっと企画してほしい！

子連れでも利用しやすい施設が欲しい！

そんなに多くの施設はいらないよ！

高齢者と子どもが一緒に使える施設が欲しい！

　将来にわたって市民の暮らしに必要な行政サービスを安定的に提供し続けるためには、次のような方策が考えられます。例とともに見てみましょう。

課題や要望にどう対応したらいいの？課題や要望にどう対応したらいいの？

市の公共施設マネジメントに適した方策を
研究して実行していく必要があるよ！

今まで通りの方法で、公共施設を取り巻く課題や、市民の今まで通りの方法で、公共施設を取り巻く課題や、市民の
皆さんが求めることに対応することは難しそうだね…皆さんが求めることに対応することは難しそうだね…

方 策方 策 施設や土地の売却・賃貸
閉鎖したA施設の跡地を売却したり、民間に貸し付けたりして、
収益を公共施設整備のための基金に積み立てる。

例

方 策方 策 民間のノウハウ・資金の活用

※�民間の資金やノウハウを活用して、公共施設の建設・維持管理・運営等
を行う手法。質の高いサービスやコストの縮減が期待できる。

施設を建てたり、維持管理・運営していく際に、民間の資金や能
力を活用する（具体的にはＰＦＩ※、指定管理者制度、包括管理
委託などの手法があります）。

例

などがあります。

方 策方 策 計画的な改修による既存施設の長期間利用
小さな不具合を放置し、かえって大がかりな改修が必要にならな
いよう、計画的に保全する。

例

よりよいサービス提供のため、利用する際に支払う料金を上げる。例

利用料金の引き上げ方 策方 策

類似機能をもつ民間施設の活用方 策方 策
公共施設として整備せず、民間で同じサービスを提供している施
設に任せる。

例

近隣市との公共施設の共同整備・運営方 策方 策
Ａ市の図書館を近隣 ４市で整備・運営し、Ａ市以外の ３市の市民
も利用できるようにする。

例

市民の皆さんの声は…

Ａ学校とＢ学校を統合し、新たにＣ学校として整備する。例

方 策方 策 既存施設の統廃合や機能の複合化

4．11．1 2

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール
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◆接種間隔の短縮
　オミクロン株対応ワクチンの接種間隔が短縮さ
れ、前回接種から ３カ月経過した方が対象になり
ました。なお、オミクロン株対応ワクチン接種の
対象者は、 ２回目の接種を完了した１２歳以上の方
です。また、オミクロン株対応ワクチンを接種で
きるのは １人 １回までとなります。

◆接種券の発送
　予防接種済証・接種券が印字された予診票・各
種案内を下表の通りお送りします。

◆乳幼児（生後 ６カ月～ ４歳）への接種
　生後 ６カ月～ ４歳の方へのワクチンが厚生労働省
で承認され、接種が行われることになりました。接
種スケジュールなどの詳細が決まり次第、市nや広
報紙でお知らせします。
使用するワクチン乳幼児用ファイザー社製ワクチン
接種回数 ３ 回（通常、 １ 回目接種から ３ 週間後、 ２
回目の接種から ８週間後に接種可能）
接種場所市内医療機関による個別接種

◆�１１月 ６ 日㈰に「予約なし接種」を実施
します

対象１８歳以上で、市が発行する ３回目接種券をお持
ちの方
接種日時・ 会場１１月 ６ 日㈰午後 ２時半から、わくわ
く健康プラザ
受付時間午後 ２時１５分から
定員３０人（予定。接種できる人数には限りがありま
す）
持ち物接種券が印字された予診票、予防接種済証、
本人確認書類
注意会場の状況により、受け付けから接種までに時
間を要することがあります

　市では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に
家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対し、 1世帯あ
たり 5万円を支給します（ 1世帯 1回限り）。
■支給対象世帯（次の①・②の重複受給不可）	
　①令和 4年度住民税均等割非課税世帯
　　�　基準日（ 4年 9月30日）時点において、世帯全員の 4年度住民税均　
等割が非課税である世帯

　　�※次のような場合は対象外となります。
　　　・�世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けて

いる場合（例＝「親〈課税〉に扶養されている大学生〈非課税〉の単身
世帯」や、「子〈課税〉に扶養されている両親〈非課税〉の世帯」など）

　　　・�令和 4年から就職し、親（課税）の扶養から外れた新社会人（非課税）
の単身世帯

　　　・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合
　②家計急変世帯
　　�　予期せず 4年 1月～12月の家計が急変し、同一世帯に属する者全員
が①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

　　※次の理由による減収は予期しない減収の要件に該当しません。
　　　�定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、事業活動に季

節性があるもの等の通常収入を得られる時期以外の減収
■受給方法	
　①令和 4年度住民税均等割非課税世帯
　　�　対象と思われる世帯に対し、市より「電力・ガス・食料品等価格高
騰緊急支援給付金支給要件確認書」（以下、「確認書」）を送付します。届
いた確認書の内容をご確認いただき、給付対象となる場合のみ、確認
書に記入の上、必要に応じてその他提出書類を併せて、同封した返信
用封筒により返信してください。なお、状況により、申請が必要な場
合があります。

　　▼	世帯全員が支給要件を満たしている場合（確認書の返信）＝対象と思
われる世帯に対し、確認書を11月10日㈭より順次送付します。対象
要件に合致していることをご確認いただき、給付対象となる場合の
み、確認書を記入の上、必要に応じてその他提出書類を併せて、同

封した返信用封筒により返信してください。
　　▼	4 年 1 月 2 日以降の転入者を含む世帯など、 4年度市民税の情報が

当市で確認できない場合（申請書の提出）＝給付金を受け取るには申
請が必要です。申請書を入手し、必要事項を記入の上、添付資料を
揃えて、申請・相談受付窓口（市役所 1階会計課前特設ブース）に提
出してください。郵送での申請を希望される方は提出書類を揃えて、
下記の送付先へ送付してください。

　　　※�上記の世帯のうち、 4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金（10万円）を当市で受給した世帯には、確認書を送付します。

　②家計急変世帯
　　�　給付金の受給には申請が必要です。予期せず 4年 1月～12月の家計
が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる
世帯（ 4 年 1 月～12月の任意の 1カ月の収入を12倍し、その金額が住
民税均等割非課税相当になるなど）に該当するか確認していただき、
要件を満たす方は必要書類を揃えて申請・相談受付窓口（市役所 1 階
会計課前特設ブース）に提出してください。郵送での申請を希望され
る方は、提出書類を揃えて下記の送付先へ送付してください。

　　送付先
　　〒203−8555、東久留米市本町 3− 3− 1、臨時特別給付金担当
　　※�申請書の入手方法など詳細については、市nを確認いただくか、上

記コールセンターにお問い合わせください。
　　※�住民税非課税世帯か家計急変世帯のどちらの申請書類かを明記して

お送りください。
■申請受付期間・給付時期	
　　11月14日㈪～ ５年 2月2８日㈫（必着）
　�　確認書または申請書を市に提出後、審査を経て支給となる場合は、振
込日を記載した決定通知書を送付します。
■配偶者からの暴力（DV）等により避難している方へ	
　�　配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情に
より 4年 9月30日以前に現在住んでいる市区町村に住民票を移すことが
できなかった方についても受給できる場合がありますので、上記コール
センターまたは申請・相談受付窓口までご相談ください。

新型コロナウイルスワクチン関連情報

「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
（5万円）」の支給について

l市新型コロナワクチンコールセンター
　☎０４２・４２０・7１77（土曜・日曜日、祝日を除く午前 9時～午後 ５時受付）
　o０４２・４77・００３３（聴覚に障害のある方などの相談）
※詳細は市nをご覧ください。

集団接種
予約サイト

市n

l市臨時特別給付金コールセンター☎０４２・４7０・7８６３ 市n

　予約の空きがある場合は随時予約を受け
付けています。会場は各日程とも、わくわ
く健康プラザです。

①１１月２６日㈯ ②１１月２７日㈰

★予約受付中の集団接種日（オミクロン株対応）

接種券の発送時期
対象者 発送予定日

2回目・3回目の接種を6月1日～８月１５日
に行った方 １１月9日㈬
4回目接種を８月1日～８月１５日に行った方
※�接種券の到着まで1週間程度かかることがあります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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用途地域等の一部見直しを進めています
　市では、平成１６年度に用途地域等の一斉見直しを実施してから１０年以上経過し、用途地域等の境界根拠としている地形地物（道路・河川・水路）など
に変更が生じていることから、用途地域等（用途地域、容積率・建

けん

蔽
ぺい

率、高度地区、防火・準防火地域）の変更箇所の検討を進めてきました。
　このたび、道路が拡幅された地区の沿道の用途地域等の変更や、第一種低層住居専用地域指定区域の容積率・建蔽率の変更などについて「用途地域
等の見直し（素案）」を取りまとめましたので、変更の概要などについてお知らせします。
l都市計画課土地利用計画担当☎０４２・４７０・７７８２、o０４２・４７０・７８０９

第一種低層住居専用地域（容積率６０％・建蔽率３０％）に指定して
いる区域において、都市計画マスタープランにおける位置づけ
や道路状況を踏まえ、容積率を８０％、建蔽率を４０％にそれぞれ
変更します。
＜変更地区＞
Ｄ地区・Ｅ地区　（六仙公園周辺地域）
Ｆ地区・Ｇ地区・Ｈ地区　（南町の一部地域）

変更２　第一種低層住居専用地域指定区域の一部変更

見直しスケジュール
５年度中 ５年秋頃 ６年度令和４年11月

説
明
会（
下
記
参
照
）

見
直
し
案
の
公
告
・

縦
覧

東
久
留
米
市

都
市
計
画
審
議
会
付
議

用
途
地
域
等
決
定
・

告
示

日時・ 会場　※説明は各回同じ内容です。
■１１月１９日㈯午前１０時から・西部地域センター ３階第二・第三講習室（駐車場はありません）
■１１月１９日㈯午後 ２時から・南部地域センター ２階講習室 １・ ２（駐車場はありません）

■１１月１５日㈫午前１０時から・市役所 ７階７０３会議室
■１１月１７日㈭午後 ７時から・市役所 ７階７０１会議室

「用途地域等の見直し（素案）」などの説明会を開催します 申込不要

＜変更地区＞
Ａ地区・Ｂ地区　（所沢街道沿道の一部）
Ｃ地区　（小金井街道沿道の一部）

変更１　用途地域の境界の基準としていた道路が拡幅された地区

変更前 変更後

変更の概要

「用途地域」とは
　都市において、住居・商業・工業など
種類の異なる土地利用が混じっていると、
互いに生活環境の利便性が悪くなります。
そこで、暮らしやすい住環境の保護や効
率的な商業活動や工業活動をしていくた
め、都市計画において土地利用の内容（住
居・店舗・工業など建物の種類や規模）
を「用途地域」として定めています。
「用途地域」は、大きく住居系・商業系・工
業系に分けられ、全部で１３種類あります。

（住居系の用途地域）
住宅の環境を保護するための地域
第一種・第二種低層住居専用地域
第一種・第二種中高層住居専用地域
第一種・第二種・準住居地域
田園住居地域

（商業系の用途地域）
商業の利便を増進するための地域
近隣商業地域
商業地域

（工業系の用途地域）
工業の利便を増進するための地域
準工業地域、工業地域
工業専用地域

容積率（％）＝ ×１００敷地面積
述べ面積

※述べ面積：各階の床面積の合計

●高さ制限
市街地の環境を維持し、または
土地利用の増進を図るため、建
築物の高さの最高限度または最
低限度が定められています。

●建
けん
蔽
ぺい
率

建築物の建築面積の敷地面積に
対する割合をいいます。

建築の際の主なルール ●容積率
建築物の延べ面積（おおむね建
物の各階の床面積の合計）の敷
地面積に対する割合をいいます。

●防火地域・準防火地域
建物等の構造を制限する規制で、
市街地における火災の危険を防
除するために建築に使用できる
材料の制限が定められている地
域です。

敷地面積敷地面積
敷地面積敷地面積

建築面積建築面積 1階床面積1階床面積

２階床面積２階床面積

建蔽率（％）＝ ×１００敷地面積
建築面積

変更内容一覧
赤字：変更箇所

地区 地域
変更前 変更後

用途
地域

建蔽
率（％）

容積率
（％）

高さ
（ｍ）

高度
地区

防火
地域 日影 用途

地域
建蔽率
（％）

容積率
（％）

高さ
（ｍ）

高度
地区

防火
地域 日影

Ａ
所沢街道沿道の

一部

下里一丁目
下里二丁目
下里五～七丁
目の各一部

一低 ４０ ８０ １０ １高 − ３−２／
１．５ｍ 二中 ６０ ２００ − ２高 準防 ３−２／

４ｍ

一中 ６０ ２００ − ２高 準防 ３−２／
４ｍ 二中 ６０ ２００ − ２高 準防 ３−２／

４ｍ

Ｂ
所沢街道
沿道の一部
（交差部）

中央町五丁目
八幡町三丁目
前沢一丁目
の各一部

一低 ４０ ８０ １０ １高 − ３−２／
１．５ｍ 二中 ６０ ２００ − ２高 準防 ３−２／

４ｍ

二中 ６０ ２００ − ２高 準防 ３−２／
４ｍ 二住 ６０ ２００ − ２高 準防 ３−２／

４ｍ

Ｃ
小金井街道
沿道の一部

小山五丁目
の一部 一中 ４０ １００ − １高 準防 ３−２／

４ｍ 二中 ６０ ２００ − ２高 準防 ３−２／
４ｍ

Ｄ～Ｈ
六仙公園周辺
南町の一部地域

中央町三丁目
南町一～三丁
目の各一部

一低 ３０ ６０ １０ １高 − ３−２／
１．５ｍ 一低 ４０ ８０ １０ １高 − ３−２／

１．５ｍ

一低：第一種低層住居専用地域、一中：第一種中高層住居専用地域、二中：第二種中高層住居専用地域、二住：第二種住居地域
１高：第一種高度地区、２高：第二種高度地区、準防：準防火地域

地区 地域 変更内容

Ｉ
特別用途地区

前沢二～三丁目
南町三～四丁目
の各一部

※面積精査のみ
（用途地域等に変更はありません）

変更箇所案内図

A地区A地区

C地区C地区

B地区B地区

I地区I地区

H地区H地区

G地区G地区

F地区F地区

E地区E地区

D地区D地区

変更箇所変更箇所

＜変更地区＞
Ｉ地区　（特別用途地区）

特別用途地区の面積について、ＧＩＳ（地理情報システム）によ
り計測した面積へ変更します。区域の変更はありません。
ＧＩＳとは、位置に関するさまざまな情報を持ったデータを電
子的な地図上で扱う情報システム技術の総称です。

変更３　特別用途地区の面積の見直し
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前
９
時
～
午
後
５
時〈
日
曜
日
、

祝
日
、
１２
月
２９
日
～
１
月
３
日

を
除
く
〉）

認
知
症
介
護
者
家
族
会

　
認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
ご

家
族
の
方
、
一
人
で
介
護
の
悩

み
を
か
か
え
て
い
ま
せ
ん
か
。

日
々
の
こ
と
や
心
配
ご
と
な
ど
、

気
軽
に
話
し
、
ほ
っ
と
で
き
る

場
所
と
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

◎
東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ーa
b
１１
月
１５
日
㈫
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
４５
分
、
東
部
地
域
セ

ン
タ
ー
会
議
室
２

◎
中
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ーa
b
１１
月
１４
日
㈪
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
半
、
中
央
町
地
区
セ

ン
タ
ー
第
１
会
議
室

◎
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ーa
b
１１
月
２８
日
㈪
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
半
、
西
部
地
域
セ
ン

タ
ー
第
２
講
習
室

k
l
左
上
表
で
対
象
の
地
域
を

確
認
し
、
電
話
で
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
へ

第
４
回
活
き
活
き
高
齢

者
作
品
展 

展
示
作
品
募
集

　
日
頃
の
サ
ー
ク
ル
活
動
や
趣

味
活
動
で
創
作
し
た
作
品
を
展

示
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
主
催
は

活
き
活
き
健
康
の
会
。

a
５
年
１
月
１３
日
㈮
午
前
９
時

～
１６
日
㈪
正
午（
作
品
の
搬
入

は
１２
日
㈭
午
後
１
時
～
３
時
、

搬
出
は
１６
日
㈪
午
後
１
時
～
３

時
）

b
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
２
階

e
６０
歳
以
上
の
市
民
の
方（
応

募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

i
１
人
１
作
品
限
り
。
作
品
展

示
位
置
は
、
主
催
者
が
指
定
し

ま
す
。
ま
た
、
電
源
は
使
用
で

き
ま
せ
ん

j
募
集
作
品
・
規
格
な
ど
は
左

表
参
照

k
１１
月
２５
日
㈮
ま
で
に（
必
着
）、

往
復
は
が
き
に「
高
齢
者
作
品

展
参
加
」と
明
記
し
、
作
品
の

種
目
と
大
き
さ（
縦
・
横
・
高

さ
を
メ
ー
ト
ル
法
で
記
入
）・

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番

号
を
記
入
の
上
、
〒
２０３
ー
０
０

４
４
、
柳
窪
２
ー
１５
ー
５６
、
佐

藤
千
恵
子
宛
て
郵
送
を

l
同
会
事
務
局
・
佐
藤
☎
０９０
・

５
３
９
６
・
４
５
４
４

住
環
境

11
月
３
日
木・祝
の 

ご
み
収
集

　
１１
月
３
日

は
、
平
日
と

同
様
に
収
集
し
ま
す
。

　
ご
み
と
資
源
物
は
、
決
め
ら

れ
た
収
集
日
の
当
日
、
午
前
８

時
半
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

小
型
廃
家
電
類
を
除
く
全
品
目

が
戸
別
収
集
で
す
。

　
ご
み
収
集
日
や
分
別
な
ど
の

ご
み
出
し
ル
ー
ル
は
市
n
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

l
ご
み
対
策

課
☎
０４２
・
４

７
３
・
２
１

１
７（
粗
大

ご
み
の
申
し
込
み
は
☎
０４２
・
４

７
３
・
２
１
１
８
ま
た
は
市
n

で
）道

路
上
に
張
り
出
し
た

樹
木
の
剪せ

ん

定て
い

の
お
願
い

　
民
有
地
の
高
木
・
生
け
垣
・

草
木
の
一
部
の
道
路
上
へ
の
張

り
出
し
は
、
見
通
し
を
悪
く
し
、

歩
行
者
や
車
両
な
ど
の
通
行
の

妨
げ
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
高

木
な
ど
の
張
り
出
し
は
街
灯
を

遮
り
、
明
か
り
が
十
分
に
行
き

届
か
な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
を
起
因
と
し
た
事

故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
樹

木
所
有
者
が
責
任
を
問
わ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
所
有
者
の

方
は
枝
の
剪
定
な
ど
、
適
切
な

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

l
管
理
課
道
路
河
川
施
設
担
当

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
６
７

（
６
面
へ
続
く
）

市

民

生

活

コ
ン
ビ
ニ
交
付
事
務
手

数
料
を
減
額
し
ま
す

　
市
で
は
、
４
年
度
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し

て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

利
用
し
た
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー

ビ
ス
の
各
種
証
明
書
交
付
に
係

る
事
務
手
数
料
を
減
額
し
ま
す

（
左
表
参
照
）。

期
間
１１
月
１
日
㈫
～
５
年
３
月

３１
日
㈮

表　減額する事務手数料の一覧（１通あたり）

証明書の種類 通常の
事務手数料

減額期間中の
事務手数料

住民票の写し ３００円 ２００円

印鑑登録証明書 ３００円 ２００円

戸籍全部・個人事項証明書 ４５０円 ３５０円

課税・非課税証明書 ３００円 ２００円

納税証明書 ３００円 ２００円

l
市
民
課
住
民
記
録
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
２
２

子
ど
も

と
教
育

児
童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
を
振
り

込
み
ま
す

◎
児
童
扶
養
手
当

　
９
月
～
１０
月
分
の
手
当
を
１１

月
１４
日
㈪
に
指
定
預
金
口
座
に

振
り
込
み
ま
す
。

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
８
月
～
１１
月
分
の
手
当
を
１１

月
１１
日
㈮
に
指
定
預
金
口
座
に

振
り
込
み
ま
す
。

　
※
利
用
金
融
機
関
に
よ
っ
て

は
入
金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
助
成
制
度 

現
況
届
の
提
出
を

◎
親
医
療
証
の
更
新
手
続
き

　
現
在
使
用
中
の
親
医
療
証
の

有
効
期
間
は
１２
月
３１
日
㈯
ま
で

で
す
。
引
き
続
き
助
成
を
受
け

る
た
め
に
は
、
受
給
要
件
を
満

た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認

す
る
た
め
、
現
況
届
の
提
出
が

必
要
で
す
。

　
現
在
、
同
医
療
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
に
は
、
１１
月
８

日
㈫
に
現
況
届
を
発
送
し
ま
す
。

◎
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

　
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受

け
て
い
る
方（
支
給
停
止
中
の

方
も
含
む
）は
、
毎
年
８
月
に

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

未
提
出
の
方
は
至
急
、
児
童
青

少
年
課（
市
役
所
２
階
）で
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。

i
こ
の
届
け
出
が
な
い
場
合
、

１
月
期
の
手
当
を
受
け
ら
れ
ま

せ
ん

j
所
得
が
手
当
の
支
給
基
準
を

超
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
方
も

提
出
が
必
要
で
す

l
同
課
助
成
支
援
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
３
６

11
月
は
子
供
・
若
者 

育
成
支
援
推
進
強
調 

月
間

　
内
閣
府
で
は
、
子
供
・
若
者

育
成
支
援
に
関
す
る
国
民
運
動

の
一
層
の
充
実
や
定
着
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
１１
月
を

「
子
供
・
若
者
育
成
支
援
推
進

強
調
月
間
」と
定
め
、
関
係
省

庁
、
地
方
公
共
団
体
お
よ
び
関

係
団
体
と
と
も
に
、
諸
事
業
、

諸
活
動
を
集
中
的
に
実
施
し
て

い
ま
す
。

　
期
間
中
、
市
内
の
各
中
学
校

地
区
青
少
年
健
全
育
成
協
議
会

で
は
、
青
少
年
の
健
全
な
余
暇

活
動
に
関
す
る
事
業
な
ど
の
活

動
を
行
い
ま
す
。

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

11
月
は
児
童
虐
待
防
止

推
進
月
間

　
身
体
的
・
性
的
・
心
理
的
虐

待
や
ネ
グ
レ
ク
ト
な
ど
の
児
童

虐
待
は
、
子
ど
も
に
対
す
る
重

大
な
権
利
侵
害
で
す
。
子
ど
も

を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
に
は
、

親
の
立
場
よ
り「
子
ど
も
の
立

場
が
最
優
先
」さ
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
あ
な
た
の
周
り
に「
虐
待
を

受
け
た
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
」

が
い
た
ら
、
子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
や
児
童
相
談
所
に
連

絡（
通
告
）し
て
く
だ
さ
い
。
通

告
し
た
人
が
特
定
さ
れ
な
い
よ

う
に
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。
地

域
の
気
づ
き
、
通
告
が
虐
待
防

止
の
第
一
歩
に
な
り
ま
す
。

◎
子
ど
も
を
守
る
た
め
の
５
か

条①「
お
か
し
い
」と
感
じ
た
ら
迷

わ
ず
連
絡（
通
告
は
義
務
＝
権

利
）②「
し
つ
け
の
つ
も
り
…
」

は
言
い
訳（
子
ど
も
の
立
場
で

判
断
）③
一
人
で
抱
え
込
ま
な

い（
あ
な
た
に
で
き
る
こ
と
か

ら
即
実
行
）④
親
の
立
場
よ
り

子
ど
も
の
立
場（
子
ど
も
の
命

が
最
優
先
）⑤
虐
待
は
あ
な
た

の
周
り
で
も
起
こ
り
う
る（
特

別
な
こ
と
で
は
な
い
）

l
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０４２
・
４
７
１
・
０
９
１
０

高
齢
者

・
福
祉

交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ
た 

場
合
の
治
療
と
国
民
健
康

保
険

　
交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
、

他
人
の
行
為
が
原
因
で
負
傷
し

た
り
、
病
気
に
な
っ
た
場
合
の

医
療
費
は
、
被
害
者
に
過
失
の

な
い
限
り
、
相
手（
加
害
者
）が

全
額
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る

た
め
、
被
保
険
者
証（
保
険
証
）

は
原
則
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
一
方
で
、
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方
は
、
傷
病
届

を
提
出
い
た
だ
く
こ
と
で
保
険

証
を
使
用
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ま
ず
保
険
年
金
課

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

i
連
絡
お
よ
び
届
出
前
に
示
談

な
ど
を
し
た
場
合
や
、
届
け
出

が
な
い
場
合
は
、
保
険
証
が
使

用
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す

k
l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７

７
３
３リ

ハ
ビ
リ
専
門
職
を 

派
遣
し
ま
す

　
リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
を
派
遣
し
、

普
段
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
体

操
に
つ
い
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

し
ま
す
。
た
だ
し
、
新
た
に
東

久
留
米
市
の
ご
当
地
体
操「
わ

く
わ
く
す
こ
や
か
体
操
」を
実

施
す
る
グ
ル
ー
プ
に
は
、
こ
の

体
操
を
早
く
覚
え
ら
れ
る
よ
う

複
数
回
派
遣
し
ま
す
。

e
市
内
で
活
動
し
て
い
る
お
お

む
ね
６５
歳
以
上
の
方
で
構
成
し

て
い
る
団
体（
通
い
の
場
や
シ

ニ
ア
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
自
治
会

な
ど
）

d
リ
ハ
ビ
リ
専
門
職（
理
学
療

法
士
・
作
業
療
法
士
・
言
語
聴

覚
士
）

g
無
料

i
各
団
体
、
年
度
内
１
回
限
り
。

た
だ
し
、
新
た
に
実
施
す
る
グ

ル
ー
プ
は
複
数
回
可

k
l
活
動
し
て
い
る
地
域
を
担

当
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー（
左
表
参
照
）に
電
話
で（
午

市n

表　地域包括支援センターの一覧

活動地域・お住まい 担当 問い合わせ

上の原・金山町・神宝町・
氷川台・大門町・小山・
東本町・新川町・浅間町

東部地域包括
支援センター
または同セン
ター本部

☎０４２・４７３・９９９６
☎０４２・４２８・７７８８
（本部）

本町・幸町・中央町・南沢
・学園町・ひばりが丘団地
・南町・前沢一～三丁目

中部地域包括
支援センター
または同セン
ター本部

☎０４２・４７０・８1８６
☎０４２・４５1・５1２1
（本部）

前沢四・五丁目・滝山・
野火止・八幡町・柳窪・
弥生・下里

西部地域包括
支援センター ☎０４２・４７２・０６６1

表　第４回活き活き高齢者作品展規格
種目 内　容

手工芸

各種フラワー・籐工芸・木目込み人形（いずれ
も５０cm×５０cm以内）、和紙ちぎり絵（1０号以
内）、和紙工芸、手縫ネクタイ、皮工芸、手編
み、紙粘土、押し花絵（1０号以内）、七宝焼き、
パッチワーク、和裁、洋裁、など

陶芸 ４０cm×４０cm以内

彫刻 縦４０cm×横４０cm×高さ７０cm以内

美術 油絵・水彩画・デッサン・版画（いずれも1０号
まで）、日本画、水墨画

写真 パネル（額付き全紙以内）

書道・ペン習字
半切・茶掛け（裏打ち以上）、掛軸（条幅以内）、
額（５０cm×９０cm以内で釈文を付ける）
　※すべて風鎮なし

短歌・俳句・俳画 色紙または短冊

その他 絵手紙、てん刻、カリグラフィーなど

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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（
５
面
か
ら
続
く
）

火
災
か
ら
尊
い
命
を 

守
ろ
う

　
１１
月
９
日
㈬
～
１５
日
㈫
は
秋

の
火
災
予
防
運
動
の
実
施
期
間

で
す
。
冬
に
な
る
と
空
気
が
乾

燥
し
、
火
災
が
発
生
し
や
す
く

な
り
ま
す
。

　
４
年
上
半
期
に
発
生
し
た
市

内
の
火
災
は
２０
件
で
、
出
火
原

因
は
、
１
位
が
電
気
配
線
な
ど

の
シ
ョ
ー
ト
、
２
位
が
た
ば
こ
、

３
位
が
ガ
ス
器
具
で
す
。

◎
住
宅
火
災
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

〈
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
電
気
火
災
〉

　
▼
プ
ラ
グ
を
し
っ
か
り
コ
ン

セ
ン
ト
に
差
し
込
み
、
埃ほ

こ
り

が
溜

ま
ら
な
い
よ
う
に
点
検
、
掃
除

す
る
▼
電
源
タ
ッ
プ
は
決
め
ら

れ
た
容
量
内
で
使
用
す
る
▼
電

源
タ
ッ
プ
の
タ
コ
足
配
線
は
し

な
い
▼
電
源
コ
ー
ド
は
、
家
具

な
ど
の
下
敷
き
に
な
ら
な
い
よ

う
に
す
る

〈
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
た
ば
こ
火
災
〉

　
▼
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な

い
▼
吸
殻
を
灰
皿
や
ご
み
箱
に

た
め
な
い
▼
吸
殻
を
捨
て
る
と

き
は
、
必
ず
水
を
か
け
る

〈
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
ス
ト
ー
ブ
火
災
〉

　
▼
ス
ト
ー
ブ
で
洗
濯
物
の
乾

燥
を
し
な
い
▼
ス
ト
ー
ブ
の
周

り
に
布
団
や
衣
類
な
ど
を
置
か

な
い
▼
ス
ト
ー
ブ
を
つ
け
た
ま

ま
寝
な
い
よ
う
に
す
る

l
東
久
留
米
消
防
署
予
防
課
防

火
査
察
係
☎
０４２
・
４
７
１
・
０

１
１
９（
内
線
５
２
１
）

お
知
ら
せ

１１
月
１2
日
～
25
日
は
女
性 

に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す 

運
動
期
間

　
内
閣
府
で
は
、
毎
年
１１
月
１２

職員募集

日
～
２５
日
の
２
週
間
を「
女
性

に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運

動
」期
間
と
定
め
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
の
テ
ー
マ
は
、「
性
暴

力
を
、
な
く
そ
う
」で
す
。

◎
あ
な
た
の
望
ま
な
い
性
的
な

行
為
は
性
暴
力
で
す

　
叩
い
た
り
、
蹴
っ
た
り
、
あ

な
た
の
身
体
を
傷
つ
け
る
こ
と

だ
け
が
暴
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
な
た
が
イ
ヤ
だ
と
思
っ
て
い

る
の
に
無
理
や
り
さ
れ
る
性
的

な
行
為
も
す
べ
て
暴
力
で
す
。

身
近
な
人
や
交
際
相
手
、
配
偶

者
か
ら
被
害
を
受
け
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

◎
悩
ん
で
い
る
あ
な
た
へ

　
性
暴
力
は
、
被
害
者
の
尊
厳

を
踏
み
に
じ
る
行
為
で
あ
り
、

心
身
に
長
期
に
わ
た
り
重
大
な

悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。「
被
害

に
あ
っ
て
い
る
か
も
」と
思
っ

た
ら
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
周
囲
で

悩
ん
で
い
る
方
を
見
か
け
た
ら
、

相
談
先
を
教
え
て
あ
げ
て
く
だ

さ
い（
左
表
参
照
）。

l
生
活
文
化
課
男
女
共
同
参
画

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
８

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

　
５
年
１０
月
１
日
か
ら
消
費
税

の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式

（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）が
始
ま
り

ま
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、

登
録
を
受
け
た
事
業
者（
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
）の
み
が

適
格
請
求
書（
イ
ン
ボ
イ
ス
）を

交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
自
分
は
登
録
す
べ
き
な
の
か
。

ど
の
よ
う
に
手
続
す
れ
ば
い
い

の
か
」と
い
っ
た
疑
問
を
お
持

ち
の
方
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。
事
前
予
約
制
。

a
１２
月
２
日
㈮
午
後
３
時
～
４

時b
市
役
所
７
階
７
０
１
会
議
室

e
個
人
事
業
者（
農
家
を
含
む
）

・
法
人

i
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
は
限
り
が

あ
り
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け

公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

k
l
東
村
山
税
務
署
☎
０４２
・
３

９
４
・
６
８
１
１（
代
表
）自
動

音
声「
２
」を
選
択
、
個
人
事
業

者
の
方
＝
内
線
４
１
２
、
法
人

の
方
＝
内
線
３
１
３
に
電
話
で

１１
月
23
日

は
終
日

市
役
所
本
庁
舎
を
閉
館

し
ま
す

　

市
庁
舎
内
電
気
設
備
の
点
検

な
ど
を
行
う
た
め
、
館
内
は
停

電
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、

終
日
、
市
役
所
本
庁
舎
を
閉
館

し
ま
す
。
庁
舎
１
階
市
民
プ
ラ

ザ
・
屋
内
ひ
ろ
ば
・
金
融
機
関

Ａ
Ｔ
Ｍ
・
地
下
駐
車
場
な
ど
も

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
ご

不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

a
１１
月
２３
日

b
市
役
所
本
庁
舎

l
管
財
課
管
財
係
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
１
８

「
就
業
構
造
基
本
調
査
」

ご
協
力
の
お
礼

　
広
報
９
月
１
号
で
お
知
ら
せ

し
ま
し
た「
令
和
４
年
就
業
構

造
基
本
調
査
」に
ご
協
力
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
本
調
査
の
集
計
結
果
は
５

年
７
月
以
降
順
次
、
総
務
省
統

計
局
n
ヘ
の
掲
載
な
ど
に
よ
り

公
表
さ
れ
る
予
定
で
す
。

j
調
査
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
個

人
情
報
は「
統
計
法
」の
規
定
に

よ
り
保
護
さ
れ
ま
す
。
回
答
し

て
い
た
だ
い
た
調
査
票
は
外
部

の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
厳
重
に
保
管
さ
れ
、
個

人
情
報
の
保
護
に
は
万
全
を
期

し
て
い
ま
す

l
総
務
課
統
計
調
査
担
当
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
８
１
０

職
員
募
集

会
計
年
度
任
用
職
員
を

募
集
し
ま
す

　
児
童
青
少
年
課
で
募
集
し
て

い
る
職
種
、
任
用
期
間
な
ど
は
、

左
表
の
と
お
り
で
す
。

勤
務
時
間
①
③
月
曜
～
土
曜
日
、

月
７５
時
間
程
度
、
午
前
８
時
１５

分
～
午
後
６
時
の
間
で
４
～
７

時
間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤

務
あ
り
）②
月
曜
～
土
曜
日
、

月
１
２
４
時
間
、
午
前
８
時
１５

分
～
午
後
７
時
の
間
で
４
～
７

時
間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤

務
あ
り
）④
月
曜
～
金
曜
日
の

週
５
日
、
午
前
８
時
半
～
午
後

５
時（
昼
休
憩
１
時
間
あ
り
）

勤
務
内
容
①
③
学
童
保
育
所
に

お
け
る
児
童
の
育
成
支
援
の
補

助
な
ど
②
学
童
保
育
所
に
お
け

る
児
童
の
育
成
支
援
な
ど
④
学

童
保
育
所
運
営
に
係
る
事
務
な

ど

応
募
資
格
②
保
育
士
、
社
会
福

祉
士
、
学
校
教
員
免
許
法
第
４

条
に
規
定
す
る
免
許
の
い
ず
れ

か
の
有
資
格
者
、
ま
た
は
放
課

後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修

を
修
了
し
た
者
も
し
く
は
受
講

資
格
を
持
つ
者

応
募
書
類
①
③
④
市
販
履
歴
書

（
写
真
添
付
）②
市
販
履
歴
書

（
写
真
添
付
）、
資
格
証
明
書
の

写
し
、「
児
童
厚
生
員
と
し
て
仕

事
を
す
る
上
で
大
切
に
し
た
い

こ
と
」に
つ
い
て
考
え
や
意
見

を
原
稿
用
紙
で
８
０
０
字
以
内

に
ま
と
め
た
小
論
文

i
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
な
ど
は

返
却
し
ま
せ
ん

j
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始
は
勤

務
日
に
含
め
ま
せ
ん
。
交
通
費

相
当
額
と
期
末
手
当
の
支
給
は
、

別
途
市
の
規
定
に
よ
り
支
給
し

ま
す
。
②
④
は
社
会
保
険
加
入

あ
り

k
申
込
受
付
期
間
内
の
月
曜
～

金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）の
午
前

８
時
半
～
午
後
５
時（
正
午
～

午
後
１
時
を
除
く
）に
、
応
募

書
類
を
直
接
同
課
児
童
青
少
年

係（
市
役
所
２
階
）へ
持
参
を
。

書
類
選
考
後
、
面
接
の
上
決
定

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
５

官
公
署

　
な
ど

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」強
化
週
間

　
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

力
や
ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
の
女
性

を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問

題
の
解
決
を
図
る
た
め
、
全
国

一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
」強
化
週
間
を
実
施
し
ま

す
。
同
期
間
中
は
平
日
の
電
話

相
談
受
付
時
間
を
延
長
す
る
と

と
も
に
、
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
に
も
電
話
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
。

期
間
１１
月
１８
日
㈮
～
２４
日
㈭

連
絡
先
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
☎
０
５
７
０
・
０
７
０
・

８
１
０（
平
日
午
前
８
時
半
～

午
後
５
時
１５
分
。
強
化
週
間
中

は
平
日
午
後
７
時
ま
で
延
長
、

土
曜
・
日
曜
日
、

２３
日

は
午

前
１０
時
～
午
後

５
時
）

l
東
京
法
務
局
人
権
擁
護
部
第

二
課
☎
０
５
７
０
・
０
１
１
・

０
０
０

性暴力・性犯罪相談窓口
窓口名 電話番号など 受付時間

内閣府　性犯罪・性暴力
被害者のためのワンス
トップ支援センター

＃８８９１ 東京都は２４時間対応
（年中無休）

警察庁　性犯罪被害者相
談電話 ＃８１０３ ２４時間対応

（年中無休）

内閣府　性暴力オンライ
ンチャット相談
Cure Time

https://cure 
time.jp/ 毎日午後５時〜９時

DV相談窓口
窓口名 電話番号など 受付時間

東久留米市生活文化課 ０４２・４７０・
７７３８

午前８時半〜午後５時
１５分
※ 土曜・日曜日、祝日、

年末年始を除く。

東京都女性相談センター
多摩支所

０４２・５２２・
４２３２

午前９時〜午後４時
※ 土曜・日曜日、祝日、

年末年始を除く。

内閣府　DV相談プラス ０１２０・
２７９・８８９

２４時間対応
（年中無休）

表　募集している職種、任用期間など
 職種 勤務場所 任用期間 報酬など 募集人数 申込受付期間

①
児童厚生

（会計年度任用職員・
アシスタント職）

市内学童
保育所

１２月１日〜
５年３月３１日

（５年４月１日
以降は条件付
きで再度任用
の場合あり）

時給
１，１０２円 若干名

１１月１４日
（月）まで

②
児童厚生指導員

（会計年度任用職員・
専門職）

※産休代替職員

月額
２０万

８，９８０円
１人　

③
児童厚生

（冬季短期会計年度
任用職員・アシスタ

ント職）

１２月２６日〜
５年１月６日

時給
１，１０２円

１０人
程度

１１月１８日
（金）まで

④
一般事務

（会計年度任用職員・
アシスタント職）
※産休代替職員

市役所２階
児童

青少年課
５年１月１日
〜３月３１日

時給
１，０７２円 １人 １２月１２日

（月）まで

　１１月１１日は、介護について理解を深める「介護の日」です。今号では、男性の社
会参加（地域とのつながり）にスポットを当てた「フレイル予防」をご紹介します。
　令和 ２ 年の本市の6５歳健康寿命（東京保健所長会方式）は、都内で男性が約８４歳
で１７位、女性が約８７歳で １ 位。女性は前年に続き １ 位でしたが、男性は前年 6 位
から順位を下げています。また、 ２ 年度の介護予防・フレイル予防事業の男性の
参加割合が２２％と低い状況です。
　地域包括支援センターでは、公益社団法人東京都柔道整復師会と協力して、ご
当地体操「わくわくすこやか体操」を男性のために月 ３ 回行うグループ「男組」を立
ち上げました。6０〜9０歳代の男性参加者が定期的に少人数で行うことで、開始か
ら ３ カ月ほどで「からだの動きがスムーズになった」「握力がアップした」などの効
果がありました。また、参加者同士の交流もあり「あの人には負けられない」と自
主的に自宅で体操を行う方もたくさんいます。このほかに、「シャキシャキ介護予
防教室」（１１面参照）や、「わくわくすこやか体操」を覚えて仲間やグループで取り組
みたい場合には、リハビリ専門職を派遣しています（ ５ 面参照）。ぜひ、自分にあ
った介護予防・フレイル予防に取り組んでみませんか。
　※フレイル（虚弱）とは＝年齢とともに心身の活力（筋力や認知機能など）が低下
して要介護状態になるリスクが高い状態で、健康
と要介護の中間の状態です。予防のポイントは、

「栄養」、「体力」、「社会参加」、そして「口腔」の ３ プ
ラス １ で、「食べて、動いて、人とつながる」ライ
フスタイルが効果的です。
l介護福祉課地域ケア係☎０４２・４７０・７７７７（内線
２５０１〜２５０３）

教えて！教えて！
介護と予防介護と予防 毎日のフレイル予防で健康寿命を延ばそう
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

官公署など
お知らせ住環境



会 員 募 集
◆カラオケ（ひまわりクラブ）＝a月 ２回。
水曜日午前１０時〜正午b東部地域センタ
ーg入会金１，０００円、会費月２，０００円jプ
ロの作曲家先生が歌の基礎から親切丁寧
に指導。初心者歓迎。見学可l荒川☎
０４２・４７７・４３１８
◆大正琴（和

なごみ

会）＝a月 ２回。月曜・木曜
日午前１０時〜午後 ４時b八幡町地区セン
ター他g入会金１，５００円、会費月３，５００円
他j数字譜でどなたも簡単に弾けます。
初心者歓迎。無料講習・見学可l久保☎
０９０・７７３９・０３３０
◆居合術・棒術・合気武術（練心武友会）
＝a毎週日曜日午前１１時半〜午後 １時５０
分他bスポーツセンターg入会金３，０００
円、会費月３，０００円j小学生〜年配の方
まで、未経験の方、誰でもできます。見
学可l細谷☎０４２・４２１・４０７５
◆フラダンス（レイモミクラブ）＝a月 ２
回。第 ２・第 ４日曜日午前１０時〜１１時半
b西部地域センターg入会金１，０００円、
会費月２，０００円j心と体が喜ぶフラ踊り
ませんか！６０歳から初心者、経験者大歓
迎l小林☎０９０・１６９３・０１７９
◆脳トレーニング（あざみ）＝a月 ３回。
第 １・第 ３・第 ４月曜日午前１０時〜正午
b浅間町地区センターg会費月３００円j
簡単な読み書き計算と、お喋りを楽しん
でいる会ですl石川☎０４２・４７６・２８７２
◆ユニカール東久留米＝a毎週水曜日午
前 ９時〜正午b青少年センターg入会金
１，０００円、会費月５００円jじゅうたん上で
のカーリングで高齢者にほど良い運動。

初心者歓迎l宇田川☎０４２・４７３・２４６１
◆麻雀（八幡クラブ）＝a第 １月曜・第 ３
日曜日午後 １時〜 ５時b八幡町地区セン
ターg会費年１，２００円j高齢者の健康麻
雀です。６０歳以上の方、初心者歓迎l飯
嶌☎０９０・４０９４・１０８３
◆剣道（雅心剣友会）＝a毎週土曜日午後
５時〜 ７時と毎週日曜日午前 ８時〜１１時
b第五小学校g入会金９００円、会費月
１，０００円j感染対策徹底し活動。見学体
験可能。ブログぜひご覧くださいl三瓶
☎０４２・４７２・４０５２
◆東久留米自然ふれあいボランティア＝
a月 ４回。第 ２・第 ４・第 ５土曜および
土曜に活動がない金曜日午前 ９時〜午後
３時b市内の緑地保全地域などの雑木林
g会費年１，０００円他jどなたでも参加で
きます。詳しくはくるくるチャンネルを
l豊福☎０４２・４７５・７６４３
◆歌謡サークル（春江会）＝a月 ２回。火
曜日午後 １時〜 ４時b西部地域センター
g会費月２，０００円j大いに歌って笑って、
更に健康！人生これから！お待ちしてい
ますl篠崎☎０９０・１０４２・５７４４
◆着物・日本文化（和文化・南出千会）＝
a月 １回。金曜日午後 １時半〜 ４時b成
美教育文化会館g会費 １ 回１，０００円j着
物でティーパーティー。普段着物を楽し
み、日本文化を学ぶ会l南出☎０９０・
６５６３・４３５５
◆二胡教室＝a月 １回。火曜日午後 １時
半〜 ３ 時b市民プラザ会議室（市役所 １
階）g入会金１，０００円、会費月２，０００円j
プロの講師が二胡の基礎から親切に指導。
楽器は会場で無料貸出有l酒井☎０９０・
３８０５・４６９３
◆健康麻雀（草の実会）＝a月 ２回。水曜
日午後 ０時半〜 ５時b滝山地区センター

g会費月３００円j初心者の方は基礎より
勉強し楽しめます。見学自由。他の曜日
も活動中l長田☎０９０・９１３２・６７１３
◆整体ヨガ（リラックス健康体操〈女性〉）
＝a月 ３回。日曜日午後 １時〜 ３時b西
部地域センターg入会金１，０００円、会費
月２，５００円jたった ７ 秒の楽ちんヨガ。
椅子や布団の上で手軽に。手足のツボな
どl池田☎０４２・４７５・８２５０
◆ウクレレ（レレさんさん）＝a月 ２回。
日曜日午後 １時〜 ３時半b市民プラザ会
議室（市役所 １階）、生涯学習センターg
入会金１，０００円、会費 １回５００円j初心者
歓迎。楽しく歌いながら、ウクレレを弾
きましょうl寺村☎０４２・４２４・１５５８
◆カラオケ練習（ウイング）＝a月 ４回。
木曜日午後 ０時４０分〜 ３時半他b生涯学
習センター他g入会金１，０００円、会費月
２，０００円j男性女性の課題曲の練習、
十八番は自分の好きな曲。画面が出ます
l富田☎０４２・４４６・８４７５
◆東久留米スマイル合唱団＝a月 ２回。
水曜日午前１０時〜１１時半b成美教育文化
会館g入会金３，０００円、会費月４，０００円他
j年齢、性別、経験関係なくご参加頂け
ます。無料体験可能ですl後藤☎０４２・
４２０・５３０３
◆太極拳（東久留米市武術太極拳連盟）＝
a月 １回。第 ３火曜日午前１０時〜正午b
わくわく健康プラザ他g入会金１，０００円、
会費月１，０００円j初心者歓迎。一人でも
できるように覚えたい、有段者になりた
い方l安原☎０８０・１３１７・４８８４
◆太極拳（結の会）＝a月 ２回。第 ２・第
４月曜日午前１０時〜正午b西部地域セン
ター他g入会金１，０００円、会費月１，６００円
j太極拳入門より初歩から指導。マイペ
ースでゆっくりと学びたい方l佐々木☎

０４２・４７４・７２８９
◆歴史を語る会＝a隔月 １回。午後 １時
〜 ３ 時b生涯学習センターg会費 １ 回
６００円j次回は１１月３０日㈬「ハンニバル」
講師は近藤幸徳氏ですl飯澤☎０９０・
４１７２・３５１４

催 し
◆第 ９ 回オータムコンサート（ASAmusic）
＝a１１月１２日㈯午後 ４時半開場、 ５時開
演b成美教育文化会館グリーンホールg
３，０００円（１８歳未満１，５００円）j毎年恒例。
ピアノ、サックス、フルートの心温まる
プロ演奏l屋敷☎０８０・５３７３・４３７２
◆書道・絵画展覧会（東京都美術館事前
展覧会）（NPO法人国際書画交流会）＝a
１１月２２日㈫〜２５日㈮午前１０時〜午後 ５時
（２２日のみ午後 １時〜 ５時）b成美教育文
化会館j作家は台湾画家、NPO法人会
員と学生。多くの方のご観覧をお待ちし
ていますl福田☎０９０・９３９６・６９６４
◆登校拒否・不登校・中退者の進路につ
いての学習会（NPO法人オニバスの種・
どじょっこの会）＝a１１月１９日㈯午後 ２
時〜 ５ 時bコムーネハウス（前沢 ２ − １
−４１）g参加費５００円j体験談や不登校の
支援をしている先生方の話を通して学び
ましょうl小山☎０４２・４７８・２１６９
◆滝山おじいさんおばあさん食堂（滝山
おじいさんおばあさん食堂実行委員会）
＝a１１月１３日㈰午前１１時〜午後 ２時b滝
山中央名店会カフェアルゴ（滝山 ４ − １
−４０）g参加費３００円j滝山団地周辺にお
住まいのおおむね６５歳以上の方が対象。
定食３００円l赤星☎０４２・４２０・１０６５

市 民 伝 言 板

都
立
六
仙
公
園 

親
子
ス
ポ
ー
ツ
教
室

　
親
子
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
り
な
が
ら
、
一
緒
に
走

っ
て
・
飛
ん
で
・
転
が
っ
て
子

ど
も
の
基
礎
運
動
能
力
を
身
に

付
け
ま
す
。

a
１１
月
２
日
㈬
午
前
１１
時
～
１１

時
４５
分（
雨
天
中
止
）

b
都
立
六
仙
公
園（
中
央
町
三

丁
目
）

e
２
歳
～
４
歳
児（
保
護
者
と

お
子
さ
ん
一
緒
に
参
加
）

f
先
着
１５
組

g
２
０
０
円

h
タ
オ
ル
、
帽
子
、
飲
み
物

k
l
都
立
野
川
公
園
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
☎
０
４
２
２
・
３
１

・
６
４
５
７

都
営
住
宅
入
居
者
募
集

募
集
の
種
類
・
対
象

①
世
帯
向
け（
一
般
募
集
住
宅
）

②
若
年
夫
婦
・
子
育
て
世
帯
向

け（
定
期
使
用
住
宅
）

③
居
室
内
で
病
死
な
ど
が
あ
っ

た
住
宅

　
※
①
～
③
そ
れ
ぞ
れ
に
申
し

込
み
資
格
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
募
集
案
内
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

k
１１
月
１６
日
㈬
ま
で
に（
必
着
）、

募
集
案
内
に
同
封
の
申
込
書
・

封
筒
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

郵
送
を
。
ま
た
、
②
の
み
オ
ン

ラ
イ
ン
申
し
込
み
も
可
。
１１
月

１６
日
㈬
ま
で
に
都
営
住
宅
入
居

者
募
集
サ
イ
ト
内
で
申
し
込
み

完
了
し
た
も
の
を
受
け
付
け

◎
募
集
案
内
の
配
布
期
間
・
場

所a
１１
月
１
日
㈫
～
１０
日
㈭（
土

曜
・
日
曜
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、
祝
日
を
除
く
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b
都
市
計
画
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市
役
所
５
階
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上
の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山

の
各
連
絡
所
、
東
部
地
域
セ
ン

タ
ー
他

j
配
布
期
間
中
は
都
住
宅
供
給

公
社
n
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

　
※
１１
月
３
日

・
５
日
㈯

・
６
日
㈰
の
３
日
間
は
、
東
京

観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
前（
都
庁

第
一
本
庁
舎
１
階
）で
配
布
し

ま
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い
ず
れ
も
午
前
９
時
半

～
午
後
５
時
）

l
同
公
社
募

集
セ
ン
タ
ー

☎
０３
・
３
４

９
８
・
８
８

９
４（
土
曜・

日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）

　
※
１１
月
１

日
㈫
～
１６
日

㈬
は
☎
０
５
７
０
・
０
１
０
・

８
１
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土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）

ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
活
用
し
て
就
職
に
つ

な
げ
よ
う

　
ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
、

希
望
す
る
仕
事
に
就
く
た
め
に

必
要
な
職
業
ス
キ
ル
や
知
識
な

ど
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る

公
的
職
業
訓
練
で
す
。「
や
り
た

い
仕
事
は
あ
る
が
経
験
や
ス
キ

ル
が
な
い
」「
入
社
後
す
ぐ
に
役

に
立
つ
専
門
的
・
実
践
的
な
ス

キ
ル
を
身
に
つ
け
た
い
」な
ど

と
い
う
方
に
訓
練
の
受
講
は
非

常
に
効
果
的
で
す
。

g
受
講
料
は
原
則
無
料
。
テ
キ

ス
ト
代
な
ど
の
自
己
負
担
あ
り
。

一
部
有
料
科
目
あ
り

l
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
三
鷹
　
職
業

訓
練
窓
口
☎
０
４
２
２
・
６
８

・
８
２
０
０

都住宅供給
公社n

都営住宅入居者
募集サイトn

湧水の妖精るるめちゃんの
新イラストができました 二十歳（はたち）のつどい

　東久留米市の地域資源を
ＰＲするキャラクター「湧
水の妖精　るるめちゃん」
に、新しいイラストを追加
しました。「湧水の妖精　る
るめちゃん」のイラスト・
ロゴは、使用承認を受けれ
ばどなたでも使用すること
ができます。地域のイベン
トや地域資源のPRの際に
ぜひご活用ください。イラスト使用に係る条件
や申請方法など、詳細は市nをご覧ください。
l�産業政策課振興企画係☎０４２・４７０・７７４３

東久留米市地域資源
PRキャラクター

　二十歳という人生の節目を迎えられた皆さ
んの新しい門出を祝福するため、「二十歳（は
たち）のつどい」を開催します。民法改正によ
り ４月から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下
げられましたが、市では、今までどおり２０歳
の方を対象とします。手話通訳あり。
a�５ 年 １ 月 ９ 日 。市立中学校の通学区域
ごとに ２回に分けて行います。▼ １ 回目＝
午前１０時半から、久留米・西・南中学校の
通学区域の方▼ ２ 回目＝午後 １時半から、
東・大門・下里・中央中学校の通学区域の
方
　※各回いずれも開始２０分前から受け付け

b�生涯学習センター
e�平成１４年 ４ 月 ２ 日〜１５年 ４ 月 １ 日に生まれ
た方。案内状は、１０月３１日現在、市内に住
民登録がある方に１１月中旬に送付する予定
です。市内にお住まいだった方で市外に転
出された方も出席することができますので、
市n専用フォームよりお申し込みください
i�変更がある場合は市nでお知
らせします

l�市文化協会☎０４２・４７７・４７００
または生涯学習課生涯学習係
☎０４２・４７０・７７８４ 市n

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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　一般廃棄物（家庭ごみなど）を法令などで認められた焼却設備を使用せ
ず焼却することは禁止されています。例えば、ドラム缶や一斗缶、ブロ
ックや鉄板の囲いでの焼却などです。また、産業廃棄物も法令などで処
理方法が定められていて、野外での焼却は禁止されています。
　良好な環境を維持するため、ご協力をお願いします。
野外焼却をしないために
一般廃棄物や家庭ごみは、次のような方法で処理しましょう。
①自宅の落ち葉や剪

せん

定
てい

枝は敷地がある場合には埋め戻す
②�燃やせるごみとして小出しに出す（剪定枝は電話予約により、ごみ
対策課で回収します。ごみの出し方については同課〈☎０４２・４７３・
２１１７〉へ）

野外焼却の例外
　一般廃棄物の野外焼却の禁止については、次のような例外事項があ
ります。ただし、これらの例外事項の場合であっても、周辺の生活環
境に配慮する必要があります。
▼伝統的行事、風俗慣習的行事のための焼却行為
・お焚き上げ
・お祭りなど
▼学校教育および社会教育活動上必要な焼却行為
・キャンプファイヤーなど
▼市長が特にやむを得ないと認める焼却行為
・災害時の応急対策のため
・樹木や農作物の病害虫の防除など農業を営む上
　で行わざるを得ないものなど
　また、上記の例外事項に該当する場合でも、周辺からの通報や苦情
が発生した場合、現場での指導の対象になります。やむを得ず焼却禁
止の例外行為を行う場合は、次の事項を順守してください。
①枝木や落ち葉はよく乾燥させる
②量は必要最低限にする
③時間は極力短くする
④天候、風向き、時間帯を考慮する
l環境政策課☎０４２・４７０・７７５３

家庭ごみなどの屋外焼却はやめましょう！家庭ごみなどの屋外焼却はやめましょう！ ポイ捨てやめよう！きれいな街にポイ捨てやめよう！きれいな街に
～環境美化は身のまわりから～～環境美化は身のまわりから～

　市では、「東久留米市ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条
例」により、市民・事業者の皆さんとともにまちの美化活動に取り組ん
でいます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
■ポイ捨てなどの防止
　たばこの吸い殻・使い終わったマスク・空き缶・ペットボトルの投げ
捨てのほか、ペットのふんを放置するなどの行為を禁止しています。
■路上喫煙の規制
　路上で喫煙をする場合は、携帯灰皿の使用をお願いします。特に人通
りの多い東久留米駅周辺は終日、路上喫煙禁止区域に指定しています。
この区域での喫煙はご遠慮ください。
　同禁止区域は下図のとおりです。路
面上には ２種類のシールなどで表示し
ています。
　歩きたばこは危険です。絶対にやめ
ましょう。
l環境政策課☎０４２・４７０・７７５３

気づいていますか？こころのサイン気づいていますか？こころのサイン
　健康課では、自殺予防啓発パンフレット「気づいていますか？こころのサイン～あなたのこころ支えるハンドブック～」を
作成しています。
　自分や周りの人の気持ちやからだの変化、お金、家族、仕事などについて、いま悩んでいる方に向けたパンフレットで、
こころのサインに気づいた時のメンテナンス方法や悩んでいる方が相談できる相談窓口などを紹介しています。
　あなたやあなたの周りの人が悩んでいる時や、こころのサインに気づいた時に、ぜひご活用ください。
　パンフレットは、福祉総務課・障害福祉課・介護福祉課など（市役所 １階）、児童青少年課など（同 ２階）、健
康課（わくわく健康プラザ内）で配布しています。また、市nからも取得できます。
l健康課☎０４２・４７７・００２２ 市n

路面上の表示シール

ほっとするまち講座ほっとするまち講座
～あなたも誰かのゲートキーパー～～あなたも誰かのゲートキーパー～

ゲートキーパー養成講習ゲートキーパー養成講習

　「ゲートキーパー」とは、周りの人のこころのサインに気づき、声をかけ、話を受け
止め、必要に応じて相談機関につなぐなど、誰かのこころを支えている人で、「いのち
の門番」とも言われています。これは、誰もが人間関係を築いていく中でしているこ
とで、特別なことではありません。

ゲートキーパーをご存じですか

　健康課では、「ほっとするまち講座」としてゲートキーパー養成講習を開催します。
周りの人が悩んでいる時にあなたができることについて一緒に学びませんか。「これか
ら何か始めたい」という方、ぜひご参加ください。
abc右表のとおり
e市内在住の方
f①会場（対面）参加＝先着２５人　※初めての方で ３日間通して参加できる方を優先　
②オンライン参加（ １日目のみ）＝先着５０人
k１１月 １ 日㈫午前 ９ 時～１５日㈫午後 ５ 時にオンライン申請にて受け付けます（定員に
達し次第、受け付けを終了します）。市nの「ほっとするまち講座」のページにアクセ
スしてお申し込みください
j対面参加の場合のみ、手話通訳などの配慮が必要な場合は、申し込みフォームにご
記入ください
l健康課☎０４２・４７７・００２２

「ほっとするまち講座　～あなたも誰かのゲートキーパー～」

市n
（ほっとするまち講座）

スケジュールスケジュール 定員定員

１
日
目

１
日
目

日時・
会場

１１月１９日㈯午後１時半～４時半・市役所７階７０１
会議室

会
場
参
加（
３
日
間
）先
着
２５
人

オンライン
参加

（１日目のみ）
先着５０人内容

◆こころの健康づくりについて
　講師：落裕太氏（東久留米市精神科医）
◆ゲートキーパー講習
　講師：遠田諭氏（東京都公認心理師協会公認心理師）

２
日
目

２
日
目

日時・
会場

１２月３日㈯午前９時半～午後０時半・わくわく健
康プラザ１階講堂

内容

◆知って安心　セーフティネット～市の制度を紹介～
　・�生活困窮者の支援について
　・�精神障害者の制度について
　・�ＤＶ被害等の相談について
　・�高齢者のための総合相談窓口（地域包括支援セン
ター）

３
日
目

３
日
目

日時・
会場

１２月１０日㈯午前９時半～午後０時半・わくわく健
康プラザ１階講堂

内容

◆�ゲートキーパー講習【実践編】～ロールプレイで体
験してみよう～
　講師：遠田諭氏（東京都公認心理師協会公認心理師）
◆�地域活動の紹介～実践者から話を聞こう～
　下記の団体で活動に関わっている方から話を聞き
ます。
　・�健康づくり推進員
　・�民生委員
　・�シニアアシスト・おもいやり（高齢者疑似体験など）
　・�東久留米国際友好クラブ（外国人の日本語教室や
交流など）
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



　多摩六都科学館では、１１月１５日㈫～２０日㈰に東久留米市の魅力を発
見できるイベント「たまろくとウィーク～東久留米編～」を開催します。
　期間中は、市内在住・在勤・在学の方は入館料が半額になります（大
人＝５２０円→２６０円、 ４ 歳～高校生＝２１０円→１００円）。本人確認書類を
受付で提示してください。
　※�プラネタリウム、大型映像観覧は別途料金が必要
です。

a１１月１５日㈫～２０日㈰午前 ９時半～午後 ５時
b同館
l同館☎０４２・４６９・６１００または企画調整課０４２・４７０・７７０２
■東久留米市民限定・プラネタリウム事前予約
　１１月２０日㈰午後 ３時５０分からの回は、市民に限り事
前予約できます。
f先着２３４人
k１１月１７日㈭正午～１９日㈯正午に同館nで申し込みを
■無料シャトルバス
　１１月２０日㈰限定で東久留米駅西口と
多摩六都科学館の間の無料シャトルバ
スを運行します（時刻表は右表参照）。

　圏域 ５ 市（小平・東村山・清瀬・東
久留米・西東京）の魅力を週替わりで
紹介するイベントです。期間中はミュ
ージアムショップの「たまろくと特産
品コーナー」で各市の特産品を販売し
ます。関連イベントなどは同館nをご
覧ください。
a１１月 ８ 日㈫～１２月１８日㈰

山ハイキングコースを歩きます。見
晴台である「赤ぼっこ」、奥多摩の山
々の展望が素晴らしいです。
　主催は市山岳連盟。
詳細は同連盟nをご
覧ください。
a１１月１９日㈯午前 ７
時１０分に東久留米駅
改札前集合bJR青梅線宮ノ平駅～
青梅駅c▼コース＝宮ノ平駅→要害
山→赤ぼっこ（昼食）→天祖神社→青
梅駅（解散）▼歩行時間＝約 ３時間半
e１８歳以上g参加費８００円（保険料含
む）、交通費約１，１４０円（各自精算）h
弁当、飲み物、雨具、帽子、手袋、
防寒着、マスクなどi雨天などで中
止の場合は、前日正午までに連絡し
ますk１１月 ８ 日㈫までに電話または
m（joj i .nakayama２０１３.５.２５@
outlook.jp）で同連盟・中山へl同
連盟・中山☎０９０・４６７５・７１４８

第 ３ 回アクアフィットネス教室

　水の中で歩いたり音楽にあわせて
体を動かしたり、楽しみながら体力
づくりをしませんか。主催は市体育
協会。
a全 ４回。１１月３０日、１２月 ７ 日・１４
日・２１日のいずれも水曜日。▼Aコ
ース＝午前１０時～１１時▼Bコース＝
午前１１時～正午bスポーツセンター
プールe市内在住・在勤で１８歳以上
の方（高校生不可）f各コース３０人
（応募多数の場合は抽選）d市水泳連
盟推薦の有資格者g参加費１，６００円
h水着、水泳帽、タオルk１１月 １ 日
㈫午前１０時～１１日㈮午後 ５時に市体
育協会n申し込みフォームから、ま
たは往復はがきで申し込み。往復は
がきの場合、１１月１１日㈮までに（必
着）、教室名・希望コース・住所・
氏名・年齢・電話番号、在勤・在学
の場合は勤務先・在学先（返信用に
も住所・氏名）を記入の上、〒２０３−
００１１、大門町 ２−１４
−３７、スポーツセン
ター内、市体育協会
事務局宛て郵送をl
同事務局☎０４２・４７０
・２７２２

第３２回東久留米市民駅伝大会

a ５ 年 １ 月 ８ 日㈰午前 ８時半～午後

１時（雨天中止）b第七小学校校庭c
滝山周回コース。詳細は市体育協会
nをご確認くださいe▼一般の部
（男子・女子）＝市内在住・在勤・在
学で正選手 ５人、補欠 ２人まで▼小
学生の部・中学生の部（男子・女子）
＝市内在住・在学で正選手 ５人、補
欠 ２人まで　※小学生は ５年生以上。
１チーム ２人まで ４年生の参加可。
g▼一般の部＝ １ チーム３，０００円▼
中学生の部＝ １ チーム２，０００円▼小
学生の部＝ １ チーム１，０００円j主催
は市体育協会。各優勝チームは ５年
３月１２日㈰の「第３２回TakasakiCity
はるな梅マラソン大会」に派遣しま
すk１１月２４日㈭までに（必着）、市体
育協会nに記載の必要事項を記入の
上、〒２０３−００１１、大門町 ２ −１４−
３７、スポーツセンター内、市体育協
会事務局宛て郵送、o（０４２・４７０・
４６００）、またはm（h-�
kurume-taikyou@
ca.wakwak.com）
で送信をl同事務局
☎０４２・４７０・２７２２

く ら し

第５０回くらしフェスタくるめパネ
ル展示（東久留米市消費生活展）

　今年で第５０回目を迎えるくらしフ
ェスタくるめは、「変動する暮らしと
私たち～守ろう明るい未来のために
～」をテーマに、くらしの中の消費
生活の向上を図ることを目的に、実
行委員会と市の共催で開催している
イベントです。今年はパネル展示と
して行います。ウィズコロナといわ
れる中で、生活スタイルの変化やそ
れに伴う考え方の変化について、だ
れもが地域のくらしの中で安心して
明るい未来を描くためのきっかけと
なるような展示になっています。ま
た、民法改正による成年年齢引き下
げや消費者トラブルについてもご紹
介します。トラブル対応方法などを
知り、正しい消費者知識の向上にお
役立てください。
a１１月１２日㈯午前 ８時半～１７日㈭午
後 ３時b市役所 １階エレベーター裏
スペースl生活文化課☎０４２・４７０・
７７３８

市山岳連盟n

市体育協会n

市体育協会n

（１０面から続く）

バクさんとその仲間と♪音楽と

a１１月２７日㈰午後 １時１５分開場、 １
時半開演b南部地域センター ２階講
習室 １・ ２c人気司会者のトークと
演奏で過ごす午後のひと時をお楽し
みくださいf先着５０人（要予約）g
５００円（当日集金）h筆記用具k１１月
５ 日㈯午前 ９時から電話または直接
同センター窓口でl同センター☎
０４２・４５１・２０２１

放課後講座「クリスマス飾り」

　生涯学習センターでは月 １回、小
・中学生を対象に放課後講座を開講
しています。
a１１月３０日㈬午後 ４時～ ５時b生涯
学習センター創作室c１１月はクリス
マス飾りを作りますe小・中学生f
先着１２人d生涯学習センタースタッ
フg無料h筆記用具k１１月 １ 日㈫午
前 ９ 時から電話または同センター
（第 ４ 月曜日を
除く午前 ９時～
午後 ９ 時）へl
同センター☎
０４２・４７３・７８１１

歌声カルテットの 
昭和歌謡コンサート

　プロの演奏家・ボーカリストで結
成された「歌声カルテット」が、誰も
が口ずさんだことのある懐かしの名
曲をお届けします。
a１２月１３日㈫正午開場、午後 １時開
演b生涯学習センターホールc▼出
演＝歌声カルテット▼歌声カルテッ
トメンバー＝西垣恵

けい

弾
た

氏（バイオリ
ン）・矢島吹

ふ

渉
ぶ

樹
き

氏（ピアノ）・加藤
凱
がい

也
や

氏（バリトン）・江上怜
れい

那
な

氏（テ

ノール）f先着５００人g全席自由席。
前売２，０００円、当日２，５００円i未就学
児入場不可k１１月 ４ 日㈮午前 ９時か
ら電話または同センター（第 ４ 月曜
日を除く午前 ９ 時～午後 ９ 時）へl
同センター☎０４２・４７３・７８１１

ス ポ ー ツ

ヨガ教室

　人気のヨガ教室です。身体のコリ
を解消して毎日をもっと楽しくリラ
ックス。
a１１月１９日㈯①午前 ９時半～１０時半
②１１時～正午b市民プラザホール
（市役所 １ 階）f各回先着 ８ 人（要予
約）d中村陽子氏（ＹＭＣメディカル
トレーナー他）g各回５００円（当日集
金）h飲み物、タオルj動きやすい
服装で、マスクの着用をk１１月 １ 日
㈫午前１０時から電話または直接市民
プラザ窓口でl同プラザ☎０４２・４７０
・７８１３

akiヨガレッスン

　ゆったりとした動きで身体をほぐ
し、仕事や家事など忙しい日々のス
トレスを和らげましょう。男性の方
もぜひご参加ください。
a１１月２１日㈪午後 ５時半～ ６時半b
市民プラザホール（市役所 １階）f先
着１８人（要予約）daki氏（JYIA認定
ヨガインストラクター）g５００円（当
日集金）h飲み物、タオル、ヨガマ
ット（お持ちの方）j動きやすい服装、
マスク着用でk１１月 ３ 日 午前１０
時から電話または直接市民プラザ窓
口でl同プラザ☎０４２・４７０・７８１３

市民ハイキング

　前多摩・青梅駅の南側丘陵、長淵

大型映像「恐竜超世界　受け継がれるいのち」大型映像「恐竜超世界　受け継がれるいのち」

たまろくとウィーク～東久留米編～

a土曜・日曜日、祝日午前１１時５０分からb多摩六都科学館サイエンスエ
ッグc独特な進化を果たした ２体の恐竜について迫ります。巨大な手を
持つ「デイノケイルス」と恐竜界随一の知
性の高さを持つ「トロオドン」。６，６００万
年前の地球を舞台に、親から子へ受け継
がれる知恵、そして生命。厳しい生存競
争のなか、懸命に生きる親子の物語です。
約３５分間。※NHKで放映した番組を、
ドーム用に編集した映像です。f先着
２３４人g観覧付入館券（展示室・大型映像
１ 回）１，０４０円（ ４ 歳～高校生４２０円）i小
学 ２年生以下は保護者と一緒に観覧して
くださいk当日開館時よりインフォメー
ションにて観覧券を販売l同館☎０４２・
４６９・６１００

同館n

１１月２０日㈰限定
無料シャトルバス時刻表

東久留米駅西口発
多摩六都科学館行

多摩六都科学館発
東久留米駅西口行

午前８時４５分 ー

午前９時５０分 ー

午前１１時 午後０時半

午後１時１５分 午後２時

午後２時４５分 午後３時４０分

ー 午後５時１０分

たまろくとウィークとは

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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本や文学に関する講演会 
「結城かおる氏」

　東久留米市在住の小説家・結城か
おる氏による、中国史で活躍した女
性や宮廷での生活についての講演会
です。
a１１月２０日㈰午後 １時半～ ３時b東
部地域センター １階講習室e中学生
以上f先着３０人d結城かおる氏i車
での来場不可j長時間の会となるた
め、小さなお子さんはご遠慮くださ
いk１１月 １ 日㈫～１９日㈯に電話また
は直接東部図書館カウンター（休館
日を除く）でl同館☎０４２・４７０・
８０２２

よもう！あそぼう！かがくの本
「海そうのはなし」

　実験と科学の絵本の読み聞かせイ
ベントです。今回は「わかめ」を題材
に海藻の話をします。陸の植物との
違いについても考えます。
a１１月１３日㈰午前１０時半～１１時半b
中央図書館 １階北開架室c実験と観
察のほか、テーマ関連本の読み聞か
せやブックトークe小学生f先着１２
人h筆記用具j協力は科学の本の読
み聞かせの会「ほんとほんと」k１１月
１ 日㈫～１２日㈯に電話
または直接中央図書館
カウンター（休館日を
除く）でl同館☎０４２・
４７５・４６４６

図書館の本は宝の山、調べて作ろう

　クリスマスのスノードームを作っ
てみよう。どうすれば雪が降るよう
に見えるか、図書館の本でその不思
議を調べます。
a１２月 ４ 日㈰午前１０時半～正午b滝
山図書館多目的室c資料で調べてス
ノードームを作成し、液体の種類に
よって雪の降り方が違うことを体験
するe小学生（保護者同伴可）f先着
８人i車での来場不可k１１月 １ 日㈫

～１２月 ３ 日㈯に電話または直接滝山
図書館（休館日を除く）でl同館☎
０４２・４７１・７２１６

文 　 化

多摩六都フェア 
「第３５回多摩北部 ５ 市美術家展」

　多摩北部 ５ 市（小平市、東村山市、
東久留米市、西東京市、清瀬市）を
代表する著名な美術家の展覧会です。
今年度は清瀬市で開催します。各方
面で活躍されている美術家の絵画作
品をぜひご覧ください。
　主催は多摩北部都市広域行政圏協
議会、企画運営は多摩北部 ５市美術
家展実行委員会。
a１１月 ８ 日㈫～１３日㈰午前１０時～午
後 ５時（最終日は午後 ４時まで）b清
瀬市郷土博物館ギャラリー（清瀬市
上清戸 ２− ６−４１、西武池袋線清瀬
駅北口から徒歩１０分、北口バス １番
乗り場乗車「郷土博物館入口」下車徒
歩 １ 分）g無料l清瀬市郷土博物館
☎０４２・４９３・８５８５または東久留米市
企画調整課☎０４２・４７０・７７０２

市民大学中期コース 
無料公開講座開催

　市民大学中期コースとは、市の生
涯学習事業の一環として、「学びを通
して暮らしと文化を高めよう」をコ
ンセプトとした計１４回の講座です。
皆さんの生涯学習の一助として、次
の講座を無料で公開します。どなた
でも受講できます。
a１１月１６日㈬午前１０時～正午（ ９ 時
半から受け付け）b生涯学習センタ
ーホールc「母の味・私の味・息子
の味～家庭料理を伝える私の思い
～」をテーマに、講義および火を使
わない料理の実演をしますf１００人
程度d杵

き

島
じま

直美氏（料理研究家）g無
料j手話通訳ありk当日会場でl市
文化協会事務局☎０４２・４７７・４７００
� （ ９面へ続く）

■幼児のつどい
ac１１月１０日㈭が「収穫遊び」、１７日
㈭が「忍者ごっこ」いずれも午前１０時
半からと１１時 ５ 分からの ２部制e １
～ ４ 歳児と保護者f各部１２組k１０日
分が１１月 ４ 日㈮、１７日分が１１月１１日
㈮いずれも午後 １時半から電話で
■ボッチャの日
a１２日㈯午前１０時半からと１１時２０分
からの ２部制e小学生f各部１５人d
市スポーツ推進委員会k当日会場で
■防災教育の日
a１３日㈰午後 ３時半からc避難訓練
と消防署の方からの防災の話e利用
者全員
■工作戦隊
a２０日㈰午後 ２時からと ２時４５分か
らと ３時半からの ３部制cスノード
ームを作ろうe小学生f各部 ５人k
１１月１３日㈰午前１０時から電話または
来館で

けやき児童館 
大門町２-10-５　☎042・474・6653

■おはなしの日
a１１月 ８ 日㈫・１５日㈫午前１１時～１１
時２５分c絵本の読み聞かせや手遊び
などe乳幼児と保護者dみくりおは
なしの会
■赤ちゃんひろば
a ９ 日㈬午前１０時半からc助産師さ
んによる体重測定・育児相談e ０ 歳
児と保護者dひがしくるめ助産師会
hバスタオルk当日会場で（参加人
数によってお待ちいただく場合あ
り）
■おはなし会
a ９ 日㈬午後 ３時～ ３時半c絵本の
読み聞かせなどe小学生j協力は東
部図書館
■幼児のつどい
ac１０日㈭が「ふうせんあそび」、１７
日㈭が「ゆうびんやさんごっこ」、い
ずれも午前１０時半からと１１時１０分か
らの ２部制e １ ～ ４ 歳児と保護者f
各部１５組k１０日分は１１月 ４ 日㈮、１７
日分は１１月１１日㈮いずれも午後 １時
半から電話で
■ボッチャの日
a１２日㈯午後 ２時からと ２時５０分か
らの ２部制e小学生f各部２０人d市
スポーツ推進委員会k当日会場で

子どもセンターひばり 
ひばりが丘団地８-11　☎042・464・9300

■幼児のつどい
ace１１月１０日㈭が「リズム遊び」２
～ ４ 歳児と保護者、１７日㈭が「クリ
スマス工作・１１月誕生日会」１ 歳児
と保護者、いずれも午前１０時半から
と１１時１０分からの ２部制f各部１５組
k１０日分が１１月 ４ 日㈮、１７日分が１１
月１１日㈮いずれも午後 １時半から電
話で
■ボッチャの日
a１３日㈰午後 ２時からと ２時５０分か
らの ２部制e小学生f各回２０人d市
スポーツ推進委員会k当日会場で
■わらべうたで子育て
a１５日㈫午前１０時半～１１時半cわら
べうたや子育てのお話e ０ 歳児と保
護者f ８ 組d原悠子氏k１１月 ８ 日㈫
午前１０時から電話または来館で
■ぴよぴよママの会
a１６日㈬午前１０時～１１時半c体重測

定・育児相談e ０ 歳児と保護者f１２
組d助産師hバスタオル、母子健康
手帳k１１月 ９ 日㈬午前１０時から電話
または来館で

子 育 て
子ども家庭支援センター（滝山） 
わくわく健康プラザ２階　☎042・471・0910

■本村小なかよし広場
a１１月 ４ 日㈮午前１０時～１１時半b本
村小学校 １階相談室cお子さんと遊
びながら育児の情報交換e乳幼児親
子i徒歩か自転車で来場をk当日会
場で
■わくわくおはなし広場
a１１月２８日㈪午前１１時～１１時半b同
センター地域活動室c乳幼児向けの
絵本の読み聞かせ、ペープサート・
手遊びや親子の触れ合い遊びe ０ 歳
～未就学児と保護者f ６ 組k１１月１４
日㈪午前１０時から電話または同セン
ターで

地域子ども家庭支援センター上の原 
上の原１-２-44　☎042・420・9011

■小山小なかよし広場
a１１月 １ 日㈫午前１０時～１１時半b小
山小学校視聴覚室cお子さんと遊び
ながら育児の情報交換e乳幼児親子
hスリッパi徒歩か自転車で来場を
k当日会場で
■おはなし広場
a１１月２１日㈪午前１１時～１１時半b同
センター上の原乳児室cボランティ
アによる読み聞かせや手遊びなどe
１ 歳以上の乳幼児と保護者f ６ 組k
１１月１４日㈪午前１０時から電話または
同センターで

児童の居場所づくり事業

　市では、公共施設などを活用して
地域の子ども達に健全な遊びを提供
する「児童の居場所づくり事業」を実
施しています。
■野火止地区センター（屋内）
a１１月 ７ 日㈪午後 １時半～ ４時半b
第一・第二会議室c親子のあそび場、
芸術の秋工作e乳幼児～小学生
■小山台遺跡公園（屋外）
a１１月１９日㈯午前１０時～正午cみん
なで芸術家e乳幼児～小学生
■本村小学校（屋内）
a１１月２２日㈫午後 ４時～ ５時半b体
育館c楽しい運動遊び～わくわくス
ポーツテスト～e小学生
《共通事項》
g無料hマスク、タオル、飲み物。
屋内は上履き、屋外は帽子i徒歩か
自転車で来場を。食べ物は原則持ち
込み禁止。乳幼児は保護者同伴。動
きやすい服装で参加を。内容を変更
する場合ありjプログラムの他にも、
年齢に合わせた簡単にできる工作や
遊びを用意していますk当日会場で
l児童青少年課児童青少年係☎０４２
・４７０・７７３５

図 書 館

１１月の休館日

　金曜日は全館休館です。中央図書
館は１１月１５日㈫、滝山・ひばりが丘
・東部図書館は２３日 も休館です。
l中央図書館☎０４２・４７５・４６４６
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4．11．1
イベント・講座

　「冬将軍伝説」は榛名地域のジャンボ梨
の登録商標で、梨の中でも特に「大きく
ておいしいもの」に使われるブランドで
す。通常より長い期間枝につけたまま大
きく育てる梨で、 １個 １㎏～ ２㎏あり、
日持ちがよいため贈答用として人気があ
ります。
　クリスマス頃がおいしい王秋、正月が
食べ頃の愛宕、節分まで食べられる新雪
などがあり、なかでも愛宕と新雪はすぐ
食べても甘いですが、 ３カ月くらい保存
して追熟させることで酸味がぬけて甘み
が増し、まろやかになります。
l▼売店について＝JAはぐくみ西部営農センター
　　☎０２７・３７４・０２５６（月曜～金曜日午前 ８時半～午後 ５時）
　▼それ以外＝榛名観光協会
　　☎０２７・３７４・６７１２（月曜～金曜日午前 ８時半～午後 ５時１５分）
　　☎０２７・３７４・５１１１（土曜・日曜日、祝日午前 ８時半～午後 ５時１５分）
　※�売店や旬のくだものの情報は、はるなビ（http://harunavi.pya.jp/
wp/）でもご覧いただけます。

� （高崎市榛名支所地域振興課）

冬のジャンボ梨「冬将軍伝説」

本市と群馬県高崎市榛名地域
は地域間交流を行っています榛 名 だ よ り

ジャンボ梨「冬将軍伝説」



施医療機関へl健康課特定健診係☎
０４２・４７７・００１３

子宮頸がん検診

a ５ 年 １ 月３１日㈫までの診療時間内
b下表の実施医療機関e市内在住の
２０歳以上の女性で、１２月３１日時点で
奇数年齢の方。ただし、次の条件に
該当する方はご遠慮ください。①現
在、治療中または経過観察中の方②
過去に子宮頸がん精密検査で異常を
指摘された方g１，０００円（受診医療機
関でお支払いください。生活保護受
給者などは無料。ただし、受給証明
書の提出が必要）h健康保険証i不
正出血・生理時には受診できません。
「子宮体がん検診」ではありませんj
受診結果は約 １カ月後に、市から郵
送しますk直接実施医療機関へl健
康課特定健診係☎０４２・４７７・００１３
表　子宮頸がん検診　実施医療機関一覧
検診機関名 診療時間

アルテミスウイメン
ズホスピタル

（中央町１－１－２０）
☎０４２・４７２・６１１１

★要予約
（同院nからも予約可）
月曜～金曜日＝午前９時～
正午、午後２時～４時
土曜日＝午前９時～正午
※上記は予約電話の受付時間です。
当日受付は時間が異なります。

ペルフェ滝山マタニ
ティクリニック

（滝山５－３－６）
☎０４２・４７７・３５０３

★要予約
（外来診療時間に電話受付）
月曜・火曜・金曜日＝午前９時～
正午、午後１時～４時２０分
水曜・土曜日＝午前９時～午
後０時２０分

長生医院
（滝山７－３－１７）
☎０４２・４７３・１１１７

月曜・火曜・木曜・金曜日＝午前
９時～正午、午後２時半～６時
土曜日＝午前９時～正午

公立昭和病院
（小平市花小金井８－１－１）
☎０４２・４６６・１８００

★要予約
（平日午前９時～午後４時に
受け付け）
水曜日＝午後２時半～４時

骨粗しょう症検診

a１２月１９日㈪午前 ９ 時～午後 ４ 時
（予定）bわくわく健康プラザc身体
測定、骨密度測定（前腕部エックス
線撮影）　※検診の結果、健康相談
が必要と思われる方に個別相談を行
います。e市内在住で、 ５年 ３月末
日時点で２０歳・２５歳・３０歳・３５歳・
４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・６０歳・６５
歳の女性f１５０人（応募多数の場合は
抽選）g５００円（生活保護受給者など
は無料。ただし、受給証明書の提出
が必要）k１１月１８日㈮までに、健康
課特定健診係へ電話、申し込みフォ
ームまたははがきで申
し込みを。はがきの場
合、 １人 １枚の通常は
がきに必要事項（右上
図参照）を記入の上、

〒２０３－００３３、滝山 ４ － ３ －１４、わ
くわく健康プラザ内、健康課特定健
診係宛て郵送を　※受診決定の通知
は１２月上旬から順次発送します。l
同係☎０４２・４７７・００１３
図　骨粗しょう症検診申し込みはがき記入項目

「骨粗しょう症検診希望」
①　生年月日（和暦）
②　年齢
③　氏名（フリガナ）
④　郵便番号、住所
⑤　電話番号
⑥　希望時間帯（下記より選択）�
　　・午前希望
　　・午後希望
　　・どちらでもよい

往復はがきではなく、
通常はがきで
お申し込みください。

イベント・講座イベント・講座
児 童 館

子どもセンターあおぞら 
前沢４-25-８　☎042・471・7071

■幼児のつどい
ac１１月１０日㈭が「サーキットあそ
び」、１７日㈭が「ちょこっと秋まつり」
いずれも午前１０時半からと１１時 ５ 分
からの ２部制e １ ～ ４ 歳児と保護者
f各部１２組k１０日分は１１月 ４ 日㈮、
１７日分は１１月１１日㈮いずれも午後 １
時半から電話で
■ボッチャの日
a１３日㈰午前１０時半からと１１時２０分
からの ２部制e小学生f各部１５人d
市スポーツ推進委員会k当日会場で
■わらべうたスマイル講座
a１６日㈬午前１０時半～１１時半c「五
感を育てる」わらべうたと育児の悩
み相談e ０ 歳児と保護者f ６ 組d原
悠子氏k１１月 ７ 日㈪午後 １時半から
電話または来館で
■ベビーヨガ
a２５日㈮午前１０時～１０時半と１０時５０
分～１１時２０分の ２部制e首が据わっ
た ９カ月までの乳児と保護者f各部
４組d崎田千佳子氏hバスタオル、
飲み物i予防接種を受けて７２時間以
内の乳児はご遠慮くださいj動きや
すい服装でk１１月１４日㈪午前１０時か
ら電話または来館で

中央児童館 
中央町１-1０-１1　☎042・476・2161

■おはなし会
a１１月 １ 日㈫・ ８日㈫・１５日㈫いず
れも午後 ３時５０分からc絵本の読み
聞かせや素話などe小学生dおはな
しくぬぎ、中央図書館k当日会場で

（１２面から続く）

はじめてのはみがき 
“歯っぴーベイビー”

a１１月１５日㈫① １歳児クラス＝午前
１０時～１１時② ０歳児クラス＝午後 １
時～ ２時半bわくわく健康プラザ講
堂c歯の手入れ方法、むし歯予防、
親子遊びなどe①満 １歳～ １歳 ４カ
月児と保護者②満 ７カ月～１１カ月児
と保護者f各先着１５組（初めての方
を優先）h母子健康手帳・歯ブラシ
k１１月 １ 日㈫から電話で健康課保健
サービス係☎０４２・４７７・００２２へl同
係

BCG予防接種

a１１月１６日㈬午後 １時半～ ３時受け
付けbわくわく健康プラザe ４ 年 ６
月生まれの乳児（生後 ６カ月以上 １
歳になる誕生日の前日までの未接種
の乳児も可）h母子健康手帳、予診
票j日程の都合がつかない方は、次
回１２月２１日㈬でも接種可k当日会場
でl健康課予防係☎０４２・４７７・００３０

もぐもぐ幼児食教室

a１１月３０日㈬午後 １時１５分～ ２時４５
分bわくわく健康プラザc幼児食の
メニューの実演と講話、読み聞かせ
や親子遊びなどe １ 歳児と保護者f
先着 ８組h母子健康手帳、飲み物、
筆記用具k１１月 １ 日㈫から電話で健
康課保健サービス係☎０４２・４７７・
００２２へl同係

シャキシャキ介護予防教室

　毎日をいきいきと過ごすために、
日頃から簡単に取り入れられる「運
動・栄養・口腔ケア」について、 ２

カ月間コースの教室を開催します。
楽しく学び、体を動かしながら、「こ
れならできそう」という習慣を身に
つけていきましょう。
aコースはいずれも全 ８回、１１月２５
日～ ５年 １月２０日の毎週金曜日①午
前１０時～１１時半②午後 ２時～ ３時半
bスポーツクラブルネサンス東久留
米（本町 ３－ ３）e市内在住のおおむ
ね６５歳以上の方で、要介護認定がな
く、医師から運動制限を指示されて
いない方f各先着１５人（これまで同
教室に参加したことがない方を優
先）g無料hマスク、汗拭きタオル、
室内履き、飲み物j動きやすい服装
でk１１月 １ 日㈫午前１１時から電話で
スポーツクラブルネサンス東久留米
☎０７０・４２３８・８１３６（土曜・日曜日、
祝日を除く午前１１時～午後 ５ 時）へ。
つながらない場合は☎０４２・４７６・
７６５４へl介護福祉課地域ケア係☎
０４２・４７０・７７７７（内線２５０１～２５０３）

成人歯科検診

a１１月３０日㈬までの診療時間内b市
nで実施医療機関をご確認ください
c歯と歯ぐきの診断e市内在住で、
５年 ３月末日までに４０歳・４５歳・５０
歳・５５歳・６０歳・６５歳・７０歳・７５歳
になる方（対象者には ８ 月末にご案
内と受診券を送付済みです）g５００円
（受診医療機関でお支払いください。
生活保護受給者などは無料。ただし、
受給証明書の提出が必要）h成人歯
科検診受診券、健康保険証など（住
所・氏名・年齢が確認
できるもの）i現在治
療中の方、勤務先など
で検診を受けた方はご
遠慮くださいk直接実

　老人性白内障ということばを一
度は聞いたことがある方も多いと
思います。
　目はカメラと同じで、レンズと
フィルムから構成されています。
レンズにあたるものを水晶体、フ
ィルムにあたるものを網膜と言い
ます。白内障とは、この水晶体が
白く濁ってくる状態です。大半が
加齢性の老人性白内障です。一般
的には、６０歳を超えると ７割以上
の方が老人性白内障になってきま
す。
　自覚症状としては、霞み・眩し
さ・ショボつき（涙目）・視力低下
などの訴えがよくあります。具体
的な症状は次の通りです。
▼日常でメガネをかけていても見
えにくくなる。その状態で頑張っ
て見続けることでショボつきがひ
どくなり、日常生活がしにくくな
る。
▼日差しが強い日に自転車に乗っ
ていると眩しくて目が開けられな
くなる。
▼車の運転では、夜間の対向車ラ
イトが眩しいことや雨の日は霞ん

で安心して運転ができなくなる。
また、トンネルに入ったり出たり
する時に見え方が異なる。
　このような症状がある方は白内
障が出てきていることを疑います。
誰もが歳を取ると必ず老人性白内
障になってきます。
　老人性白内障の大半は老化のた
め、皆さんの本音は様子を見たい
ところだと思います。しかし、人
間の情報の ８割は目からの情報に
なるため役割が大きい分、どうし
ても見え方は大切になってきます。
一番大切な事はその方が日常生活
を送るのに困るかどうかです。困
らなければ様子を見ることができ
ます。
　心当たりのある方は、ぜひ一度
近くの眼科へ診てもらいに伺って
ください。意外と目に自信のある
方でも、老人性白内障になります。
だからと言ってすぐ手術をという
話ではありません。大切なことは
現状を理解し、良い選択をして欲
しいという事です。
� （東久留米市医師会）

いきいき健康家族いきいき健康家族
皆さんがよく耳にする「老人性白内障」について

No.No.205205いきいき健康家族
市n

申し込みフォーム

　「東くるめの野菜レシピ」は、市四課栄養士会（健康課・障害福祉課・
学務課・子育て支援課）が「朝食を食べる人が増える」「野菜をたくさん食
べる人が増える」ことを目標に考案した「野菜を手軽に」食べられるレシ
ピ集です。今回はPart１４まででご紹介したレシピの中から、もう一度お
いしさを伝えたいレシピや反響のあったレシピを、リニューアルも含め
作成しました。これまでの野菜レシピは市nでご覧いただけます。
配布時期１１月 １ 日㈫から
配布場所市役所（屋内ひろば「市内案内板」・障害福祉課〈 １
階〉、子育て支援課〈 ２ 階〉、学務課〈 ６ 階〉）、健康課（わく
わく健康プラザ）。順次、各地域センター、庭先販売農家等、
保育園、小・中学校でも配布予定
l健康課保健サービス係☎０４２・４７７・００２２ 市n

東くるめの野菜レシピPart１５

「もう一度食べたいリクエストメニューレシピ」を発行しました

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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広告欄　内容については広告主にお問い合わせください休日・準夜間診療 保険証をご持参ください
（保険証がないと自費診療になります）

休日診療（日曜日と祝日の午前 ９時〜正午および午後 １時〜 ４時半）
内科・ 小児科
※薬の処方は最低限の日数です。受診時は必ず事前に電話でご連絡ください。
１１月 ３ 日・ ６日＝休日医科診療所

　（滝山 ４− ３−１４〈わくわく健康プラザ内〉、☎０４２・４７３・３６６３）
１１月１３日＝いくせ医院

　（新川町 １− ４−１８、☎０４２・４７１・２３０４）
歯科
１１月 ３ 日・ ６日・１３日＝休日歯科診療所

　（滝山 ４− ３−１４〈わくわく健康プラザ内〉、☎０４２・４７４・５１５２）
休日準夜間診療医療機関（診療科目・時間などは当日事前にご確認ください）
１１月 ３ 日・１３日＝前田病院（中央町 ５−１３−３４、☎０４２・４７３・２１３３）
１１月 ６ 日＝滝山病院（滝山 ４− １−１８、☎０４２・４７３・３３１１）
平日準夜間小児初期救急診療
月曜・水曜・金曜日（午後 ７時半〜１０時２０分）
　＝佐々総合病院（西東京市田無町 ４−２４−１５、☎０４２・４６１・１５３５）
月曜〜金曜日（午後 ７時半〜１０時半）
　＝多摩北部医療センター（東村山市青葉町 １− ７− １、☎０４２・３９６・３８１１）

　市では、 ５年 ３月末までわくわく歩くるめマップを活用したウォーキングキャン
ペーンを実施中です。キャンペーンの詳細は市nまたはチラシをご覧ください。マ
ップは ５種類、計 ８つのコースを掲載しています（右下表参照）。今回はコース紹介
の第 ２弾として、「3六仙公園コース＆滝山コース」の魅力をお届けします。
l健康課保健サービス係☎０４２・４７７・００２２

六仙公園は六仙公園は
大きな公園で大きな公園で

遺跡の説明もあり遺跡の説明もあり
良かった良かった

地元の自然を地元の自然を
あらためて確認しあらためて確認し
気持ち良く歩けた気持ち良く歩けた

知らない地域を知らない地域を
知ることが出来た知ることが出来た

■ウォーキングマップ3の魅力
六仙公園コースは、市のほぼ中央に位置する広大な六仙公園を中心としたコース

です。緑が生い茂り、子どもから大人までのんびり散策ができます。公園内には縄
文時代中期の遺跡である六仙遺跡もあり、古代にタイムトリップした気分になりま
す。また、落合川広場では、川魚やカルガモ、サギなどに出会えることもあります。
　滝山コースは、比較的アップダウンも少なく遊歩道も整備されていて、季節ごと
に木々や花の移ろいを楽しむことができます。特にこの時期の南町緑地保全地域は、
美しく木々が紅葉し、空気も澄み、森林浴にピッタリです。
ワンポイントアドバイス
　寒暖差の激しい秋は、歩く前には肌寒くても、ウォーキングしていると汗ばむこ
ともあります。体温調節できるよう、パーカーなど脱ぎ着しやすいスタイルで、水
分補給と適宜休憩をとりながら、ご自分のペースで歩きましょう。

表　ウォーキングマップ「わくわく歩くるめマップ」
色 コース
紺色 全域版（全コース掲載）
ピンク色 1上の原コース＆黒目川コース
黄緑色 2落合川コース＆たての緑地コース
黄色 3六仙公園コース＆滝山コース
青色 4下里コース＆柳窪コース

歩歩いいたた方方のの感感想想
六仙公園コース

2第 弾
ウォーキングコースの魅力を紹介

3六仙公園コース＆滝山コース編3六仙公園コース＆滝山コース編

南町緑地保全地域

市n

嘱を受けた市民ボランティアで、健
康づくりを身近な地域のなかに広め
る活動をしています。この機会に、
市の健康づくり活動を知り、あなた
も健康になる取り組みを始めません
か。
a１１月１４日㈪午後 １時半〜１６日㈬午
後 ２時半b市役所 １階屋内ひろばc
健康づくり推進員の魅力、わくわく

元気p
プ ラ ス

lus＋、わくわく歩くるめマ
ップなどのパネル展示。下表の日程
で、会場にて健康づくり推進員が展
示物の説明などを行います。健康づ
くり推進員対応時に来場しアンケー
トに答えて頂いた方には、プレゼン
トをお渡ししますl健康課保健サー
ビス係☎０４２・４７７・００２２

（１１面へ続く）

特定健診・後期高齢者健診・無保
険者健診を受診していない方へ

　市では ６月〜１０月に、メタボリッ
クシンドロームに着目し、生活習慣
病の予防に重点をおいた健診を実施
しました。次の対象に該当する方は、
健康課にお申し込みいただくと、１１
月中に市内実施医療機関で健診を受
けられます。
a１１月 １ 日㈫〜３０日㈬b市内実施医
療機関e▼すでに市から受診券が送

付されたが、指定月に受診できなか
った方▼ ３月以降新たに東久留米市
国民健康保険に加入した４０〜７４歳の
方▼ ３月以降他市から転入した後期
高齢者医療被保険者の方k健康課特
定健診係☎０４２・４７７・００１３

大腸がん検診・胸部レントゲン検
査・肝炎ウイルス検査について

　特定健診などの受診期間の延長に
伴い、実施期間を１１月３０日㈬まで延
長します。
l健康課特定健診係☎０４２・４７７・
００１３

健康づくり推進員活動パネル展示

　「健康づくり推進員」は、市長の委

け ん こ うけ ん こ う

表　健康づくり推進員対応時間
日時 対応内容

１１月１４日㈪午後１時半〜３時 ①展示物の説明②ウォーキングキャンペーン・わく
わく元気plus+カードの申請受付

１１月１５日㈫午前１０時〜１１時
半、午後１時半〜３時 ①展示物の説明②ウォーキングキャンペーン・わく

わく元気plus+カードの申請受付③「べジチェック」
（野菜摂取の充足度）体験（アンケートに答えた方の
み）１１月１６日㈬午前１０時〜１１時

半、午後１時半〜２時半

〈今月の月間・週間案内〉子供・若者育成支援推進強調月間、児童虐待防止推進月間、過労死等防止啓発月間、教育・文化週間（１日〜７日）、「119番」の日（９日）
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール
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けんこうとイベント・講座は9面まで続きます

◎ご意見箱設置場所
市役所１階屋内ひろば、上の原・ひばりが丘

・滝山の各連絡所
◎エコーテレホン・エコーファクス

☎・FAX042・472・1131（夜間・休日のみ）
◎ホームページ（https://www.city.higashik
urume.lg.jp）のご意見箱（「東久留米市につい
て」「広報・広聴」「声をお聞かせください」から）

➡市政へのご要望・ご意見はこちらへ

東久留米市プロモーション動画

市公式ツイッター 市公式フェイスブック

行政情報アプリ　マチイロ市公式動画チャンネル

けんこう
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